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論 説

�本稿は��	�科研費��
�����の助成を受けた研究成果の一部である｡



１. はじめに

本稿の目的は, 知的財産法における知的財産権侵害罪に対する刑事罰

を強化する法改正事例について, 政策担当者による ｢抑止効果 (������

����������)｣ の言及に注目しながら, その過程追跡を行った上で比較

し, その特徴と傾向を明らかにすることにある｡ より具体的には, 京

(	
	�) において分析した近年の厳罰化立法における５つの類型のうち

の１つである, ｢知的財産権に関する事例｣ に該当する７事例について
(１)

,

立法担当官解説の記述や, 立法過程における抑止効果に関する議論等を

参照し, 同じ類型に属する事例同士, あるいは, 既に過程追跡を行った

他の類型の事例と, 比較を行う｡

京 (	
	�) でも述べているが, 刑罰を強化すれば犯罪行為を未然に防

止できる ｢抑止効果｣ を得られるという想定は, 犯罪学・刑事政策学に

携わる者を除く現代日本社会において, いわば ｢常識｣ として定着して

いるように思われる
(２)

｡ しかし, 既存研究のレビューを行った京 (	
	�,

	
		) で既に明らかにしたように
(３)

, 潜在的犯罪者が逮捕されて刑罰を受

ける確率を高めるような政策変化 (たとえば, 警察官の増員) について
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(１) 京俊介 (	
	�) ｢厳罰化はどのように進むのか？ 正当化理由としての
｢抑止効果｣ に注目した刑事立法の比較事例分析｣ 『中京法学』 �巻３･４
号, １��	頁｡

(２) 前掲注１,２頁｡ なお, これは日本だけの現象ではないのかもしれない｡
筆者の１人 (京) が参加した欧州犯罪学会 (�����������������������

������) の	
	�年大会 (於フィレンツェ) のあるセッションにおいて,
犯罪学に基づく情報がどれほど政策に影響を与えるかについての研究報告
をした報告者 (欧州の大学に所属する研究者) は, ｢厳罰化に抑止効果が
ないことは犯罪学的には常識ですが, 政策決定者たちはそう考えていませ
ん｡ ……よかった, フロアの皆さんがうなずいてくれて！｣ という趣旨の
発言をしていた｡

(３) 京俊介 (	
	�) ｢厳罰化立法は正当化されるのか？ 立法の厳罰化の意
義, 犯罪抑止効果とその限界｣ 『中京法学』 巻合併号, �����	頁；京俊
介 (	
		) ｢政策担当者による厳罰化立法の正当化理由の分析：｢抑止効果｣
への言及に注目して｣ 『犯罪社会学研究』 ��号, �
���	�頁｡



は, 抑止効果に対する相対的に強い証拠があるのに対し, 罰則の引き上

げのような刑罰の厳しさの変化については, 抑止効果の強化について信

頼性のある証拠は乏しい
(４)

｡ 日本のデータを用いた実証研究はまだ乏しく,
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表１ 抑止効果への言及がある厳罰化立法の５類型

類型 件数 該当する立法事例の法律番号

�
注目を集めた事件等
を受けた事例

�

平９法*��, 平９法**�, 平*�法1�,
平*�法�6, 平*6法6�, 平��法*��,
平��法*��

�

犯罪行為による期待
利得を減少させる事
例

2
平９法��, 平*�法*�*, 平��法��,
平��法��, 平��法1�, 平��法��

�
新たに犯罪行為を定
義する事例

**

＜法改正＞
平*�法��, 平*�法**6, 平*6法*��
＜新法の制定または旧法の全面改正＞
平５法��, 平８法61, 平**法*12,
平*�法*�2, 平*�法2�, 平*�法2�,
平*6法1�, 平��法*��

�

罰則強化の必要性が
必ずしも明らかでな
い事例

*�

平６法21, 平８法��, 平*�法2�,
平*�法2�, 平*2法��, 平*�法��,
平*�法�2, 平*6法��, 平�*法1�,
平�*法�*, 平��法*1, 平�1法1*,
平��法��, 平��法2�

�
知的財産権に関する
事例

�

①平*�法�*, ②平**法�*, ③平*2法6�,
④平*�法��, ⑤平�*法1�, ⑥平��法�1,
⑦平��法��

出所：京 (2022) (注３) の表１を一部改変 (事例の丸数字の追加等)



抑止効果についての積極的な証拠は見られない｡

それにもかかわらず, 厳罰化の内容を含む立法について, 政治家や官

僚たちは, しばしば抑止効果の向上をその正当化理由に用いている｡ こ

の理由付けは, 立法過程のどの段階で, どのアクターによって, どのよ

うなことを根拠に提示され, そしてどのように議論されているのだろう

か｡ 本稿は, ����年代以降の日本における閣法による厳罰化立法の事例

から, 立法担当官が抑止効果を正当化の理由としてあげているものを体

系的に抽出したもののうち, ｢知的財産権に関する事例｣ に該当する７

事例 (表１の①～⑦) を分析対象とする｡ 事例の抽出と分類の方法につ

いては, 京 (����) を参照されたい
(５)

｡

２. 先行研究の検討

２. １ 抑止効果の理論的根拠

厳罰化立法の正当化理由としての抑止効果に関する問題を理解するた

めには, その理論的根拠を押さえておく必要があるため, 京 (����) と

の重複にはなるが
(６)

, 以下に説明を加えておく｡

抑止効果に関する多くの実証研究は, ���	�
のモデル
(７)

を参照し, 明

示的にあるいは暗黙にその潜在的犯罪者を合理的経済人と仮定している｡

��
���と�����によって���	�
のモデルを簡潔に整理したモデル

(以下, 単に���	�
のモデルと呼ぶ) によれば, 潜在的犯罪者�は以下
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(５) 前掲注１, ５�８頁｡
(６) 前掲注１, ４�５頁｡
(７) ���	�
�+�
&, (��-.) /!
�����#����������01���������

1��
���������������������������	��2-(�)��� �-�*��2(ゲー
リ・ベッカー [増田辰良訳] (���3) ｢犯罪と刑罰：経済学的アプローチ｣
『北海学園大学法学研究』 )�巻３号, -�-�33.頁)｡



の条件が成立したときに犯罪行為を実行する
(８)

｡

�����(��)＋(�－�)�����(��)＞���(��)

ここで, �は逮捕される確率, ����(��)は犯罪行為を実行して刑罰を受

けるときの�の効用関数, �����(��)は犯罪行為を実行するも刑罰を受

けないときの�の効用関数, ���(��)は犯罪行為を実行しないときの�の

効用関数である｡ 自然言語で, かつ補足的に表現すれば, 左辺は犯罪行

為を実行したときの期待効用で, 逮捕される確率にそのときの効用 (刑

罰に大きく影響される) をかけ合わせたものと, 逮捕されない確率にそ

のときの効用 (犯罪によって獲得する価値に大きく影響される) をかけ

合わせたものとの和として表現される｡ 右辺は犯罪行為を実行しないと

きの期待効用で, たとえば合法的な労働によって暮らした場合に得られ

る価値と理解できる｡ 左辺が右辺よりも大きい, すなわち, 犯罪行為を

実行した方が, その場合に逮捕される確率も含めて ｢割が良い｣ と考え

れば, その個人は罪を犯す｡

なお, 他の領域に比べ, このモデルは知的財産法の領域においては特

に妥当するものと考えられる｡ なぜなら, 知的財産権を侵害しようとす

る潜在的犯罪者は, ほとんどの場合, 経済的利益に基づいて, かつ, 非

衝動的に行動していると考えられるためである
(９)

｡

２. ２ 知的財産権と刑事罰の関係

以下では, 知的財産法の文脈における刑事罰に関する議論を概観して

おく｡ そもそも, 知的財産権と刑事罰の関係を一般的に扱った研究は多

くない｡ たとえば著作権の分野においては, 著作権侵害への刑事罰の適

中京法学��巻３･４号 (����年) ���(�)

(８) 前掲注４, ��	
���������������

(９) 例外は, 怨恨に起因する加害目的の営業秘密の不正な取得と開示などで
ある｡



用に対する社会的関心の高まりとは対照的に, 著作権侵害と刑事罰の関

係一般をめぐっては, 少数の例外を除き活発な議論がないとされる
(��)

｡ そ

の背景として指摘されているのは, そもそも知的財産権を保護するため

に最も基本的な手段は民事的な救済であり, 刑事罰は利用可能な手段・

道具の１つにすぎず
(��)

, また, 刑事罰が適用される事案は例外的に悪質な

事案に限られているという認識が研究者に共有されているということで

ある
(��)

｡

上述のように, それほど多くはないとされる知的財産権と刑事罰の関

係を扱った研究において, 刑事罰の強化に関して指摘されている問題点

は, 以下の３点にまとめられよう｡

第１に, 何をしたら犯罪行為になるかが条文上明確でないという, 罪

刑法定主義に関連する問題である｡ 松川 (����) は, 一般的に知的財産

法では１つの条文が民事と刑事の両方で用いられることが珍しくないと

いう特徴に注目し, このことから以下のように解釈の二元性が生じうる

ことを指摘する
(��)

｡ すなわち, 民事では結果の妥当性等を意識して柔軟な

解釈が許されるが, 刑事では罪刑法定主義の観点から厳格に解釈されな

ければならない｡ 著作権法においても, 著作権等侵害罪の基本的構成要

件である���条１項はほぼ何も定めていない ｢白地刑罰規定｣ であるが,

その条文が刑事手続きでも適用されるため, 厳格な解釈が要求される
(��)

｡
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(��) 金子敏哉 (����) ｢著作権侵害と刑事罰：現状と課題｣ 『法とコンピュー
タ』 ��号, ������頁, ��頁｡

(��) 深町晋也 (����) ｢刑事法が知的財産法にかかわるとき：海賊版対策が
刑事法学にもたらす新たな課題｣ 『�	
 � ���������』 ��号, ２���頁,
２頁｡

(��) 前掲注��, ��頁｡
(��) 松川実 (����) ｢著作権法における私法的解釈と刑法的解釈｣ 『青山法学
論集』 ��巻３号, １���頁｡

(��) もっとも, 金子 (����) によれば, 刑事における厳格な解釈に民事も原
則として一致させるべきという主張もあり, また, 裁判例では刑事事件で
もやや拡張的に侵害を認めた事例もある｡ 実際に起訴された場合に適切な



しかしながら, このことが明確に意識されて論争が生じている労働基準

法の分野とは異なり, 著作権法の分野ではその点を意識した研究がなさ

れていない｡ この点に関連して岡 (����) は, 著作権秩序全体という公

益の侵害が問題となるべき行為に対して, 構成要件を明確化する立法手

続きを経ないまま, 著作権侵害の幇助行為という私的権利の侵害として

刑事罰を科すことは, 罪刑法定主義に反すると主張する
(��)

｡ また, 近藤

(����) は, 単なる知的財産権侵害と, 偽物または模倣品 (��	
������

�����) とは, 国際的な場では明確に区別されていることを指摘する
(��)

｡

国際知的財産保護協会 (�����) において, 偽物または模倣品に対する

刑事罰強化には一定の意義があるという点では国際的な意見の一致が見

られたが, 単なる知的財産権侵害については英米を中心に強い反対があっ

た｡ 日本では知的財産権侵害が ｢故意犯｣ であるゆえ刑事罰の適用が正

当化されるが, 近藤 (����) は, 商標・特許・意匠権侵害罪が争われた

判例の検討を通じ, ｢故意犯｣ であるというだけですなわち悪質である

という非難可能性について, 懐疑の目を向けている
(��)

｡ このように, 知的

財産法の分野においては, どのような行為が犯罪として刑事罰の対象に

なるかが条文からは必ずしも明らかではなく, 刑罰を科すに相応しい非

難可能性の基準も明確でない｡ このことによるありうる帰結の１つとし

ては, 萎縮効果があげられよう
(��)

｡

第２に, エンフォースメントの困難性である｡ 知的財産権侵害罪は,

中京法学��巻３･４号 (����年) ���(�)

処罰範囲に限定できる法理が十分に存在せず, そもそも著作権侵害の中で
どのような場合に刑事罰を適用すべきか自体についても, 議論が十分でな
い｡ 前掲注��, ���頁｡

(��) 岡邦俊 (����) ｢著作権法違反罪の構造｣ 紋谷暢男教授古稀記念論文集
刊行会編 『知的財産権法と競争法の現代的展開：紋谷暢男教授古稀記念』
発明協会, ���������頁｡

(��) 近藤惠嗣 (����) ｢産業財産権侵害の重罰化｣ 『�����ジャーナル』 ���

号, １�９頁, １�２頁｡
(��) 前掲注��, ７頁｡
(��) 前掲注��, ���頁｡



捜査機関等にとっては他の領域の犯罪よりも専門性が高いと認識されて

おり
(��)

, 特に ｢故意｣ を立証するハードルが高いという理由から, 事実上

刑事手続きで解決可能なのは, 模倣品に関する事件に絞られる
(��)

｡ また,

いわゆる違法ダウンロードに刑事罰を定めた著作権法の平成��(����)

年改正 (本稿で分析する⑥の事例) に関しては, 無数に行われている違

法ダウンロードについて全て立件することは不可能であり, 違法ダウン

ロードの幇助者を刑事訴追する場合には正犯者が特定できないという刑

事手続き上の問題も指摘されている
(��)

｡

第３に, 知的財産権を保護する手段としての民事手続きと刑事手続き

の関係性とバランスの問題である｡ 知的財産権侵害に対して刑事罰を過

剰に用いることには大きな問題があることが指摘されており
(��)

, 実際, 知

的財産権侵害については刑事罰が定められていることが多いものの, 模
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(��) 元検察官の棚町 (����) は, 知的財産侵害罪に関する事件を担当する部
門は, 特別の科学的知識を必要とするため検察官にとって苦労の多い部門
であるといい, 村林 (����) と尾田 (����) は, その技術的専門性ゆえに,
警察・検察・裁判所に知的財産の専門家を置くことを提案している｡ 棚町
祥吉 (����) ｢知的財産の保護と刑事罰｣ 『パテント』 	�巻４号, 
	���頁,

	頁；村林隆一 (����) ｢知的財産法における刑事罰の強化・統一につい
て｣ 『知財ぷりずむ』 ４巻��号, �����頁, ��頁；尾田清貴 (����) ｢知的財
産権侵害と刑事司法｣ 『日本大学知財ジャーナル』 ��号, �����頁, ��頁｡

(��) 近藤惠嗣 (����) ｢知的財産権侵害に対する刑事罰｣ 『パテント』 ��巻３
号, １�７頁, ７頁｡

(��) 松田政行 (����) ｢違法ダウンロードに対する刑事罰の導入に関する著
作権法の視点｣ 『法とコンピュータ』 ��号, �����頁, �	頁｡

(��) 特許については福本 (���	), 著作権については����(���	, ����)
を参照｡ 福本一朗 (���	) ｢知的財産権刑事罰に関する一考察：特許権侵
害罪を中心として｣ 『長岡技術科学大学言語・人文科学論集』 ��号, １���

頁；�������������������(���	) ������������� ��!�����������
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倣品に関する事件以外ではほとんど適用されない
(��)

｡ 著作権法の領域では,

権利行使や刑事罰適用を抑制的に行うことにより ｢寛容的利用｣ の均衡

が暫定的に成立しているという見方もある
(��)

｡ しかしながら, 松川 (����)

によれば, 知的財産権の保護を強化していくという国家戦略が進められ

ている状況下では, 権利者団体などの著作権ビジネスにとって, 自己の

費用を用いて証拠を収集して民事訴訟で差し止めや損害賠償を請求する

よりも, 刑事手続きを通じ, 国費で証拠を収集させて被疑者・被告人を

有罪にし, 一般的抑止力に期待するほうが ｢安上がり｣ になってきてい

る
(��)

｡ このような著作権をめぐる民事的救済と刑事的規制の制度下での当

事者たちの行動原理を捉えるゲーム理論モデルを構築し, どの程度の水

準の刑事罰を設定するのが社会厚生を最大化するかを明らかにする経済

学的な研究も見られる
(��)

｡

このように, 知的財産権侵害に対する刑事罰の強化についてはいくつ

かの重大な問題が指摘されているが, 表１から明らかな通り, 他の領域

と少なくとも同等かそれ以上に, 知的財産法における ｢抑止効果｣ を目

的とする立法の厳罰化は進行している｡ こうした厳罰化の背景について,

知的財産法と刑事罰の関係性を検討した先行研究では以下のような説明

中京法学��巻３･４号 (����年) ���(�)

(��) 前掲注	�, ７頁｡ 前掲注��も参照｡
(��) 田村善之 (����) ｢ダウンロード違法化拡大になぜ反対しなければなら

ないのか：インターネット時代の著作権法における寛容的利用の意義｣
『
�� ����������』 ��号, ����	頁｡

(��) 前掲注	�, ��頁｡ もちろん, 実際に ｢一般的抑止力｣ が機能するかは本
稿の立場から言えば疑問が残るし, 仮に抑止力があるとしても, 抑止され
る行為の中には合法で問題のない行為も含まれる可能性 (萎縮効果) があ
るという問題が生じる｡

(��) �������������(��	�) ��� ����!���"����#����$���%����&�����$
'�%�����"��$�(��������	��
�����	�������	������&&)���*���；
+�����,�������)(����) ���"&��"��$���$���#�-�����!#�� �$�
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がなされている｡ まず, 不正競争防止法改正による営業秘密侵害の刑事

罰化・厳罰化については, 青山ら (����) が立法経緯を検証した上で,

刑事罰の導入により退職者 (従業員) と企業の利益のバランスが著しく

不均衡になることを指摘し, 経済産業省が ｢『ナショナリズム』 『風説』

や, 正確性に欠ける都合のよいデータだけを示して法改正を進め｣ たと

批判している
(��)

｡ 中山 (����) は, 専門性の高い政策分野である知的財産

法において, 刑事罰の強化は政治家や世論にとって分かりやすい政策で

あり, 特に違法ダウンロード刑事罰化のように, 民事的に違法とされる

行為は既に国民からの支持があるため, そのような行為を刑事罰の対象

としても大きな反対を受けないと政治家が考えたとしても無理はないと

する
(��)

｡ また, 深町 (����) は, ダウンロード違法化の対象拡大の著作権

法改正 (令和２年改正) の検討に際して, 現実の検挙・処罰を必ずしも

前提にせず, 刑事罰による抑止効果, あるいは明確な抑止効果はないと

してもそれが処罰対象となるという ｢メッセージ｣ になるという効果を

期待して犯罪化するという ｢メッセージ立法｣ が, 問題領域によっては

有効である可能性を指摘する
(��)

｡

これらの指摘は重要ではあるものの, 知的財産法における個別の領域・

個別の改正事例での厳罰化の背景の指摘に留まるという点で限界がある｡

これに対し, 本稿は, ����年代以降の厳罰化立法の体系的なデータの中

から, 知的財産権に関する事例を抽出し, 比較の観点からその特徴と傾

向を明らかにする｡

知的財産法の厳罰化はどのように進むのか？ (京・吉岡(小林))���(��)

(��) 青山絋一・三好知之・田谷浩之 ｢不正競争防止法における退職者処罰規
定の導入・重罰化の経緯と問題点｣ 『知財ぷりずむ』 ５巻	�号, ����	頁,
�
頁｡

(��) 中山一郎 (����) ｢ ｢知的財産立国｣ を目指したエンフォースメント強
化と知的財産紛争｣ 『日本知財学会誌』 ��巻３号, �
���頁, ��頁｡

(��) 前掲注��, �����頁｡



３. 比較事例分析

以下では, 表１の５つの類型のうち, �知的財産権に関する事例とし

て分析された７事例についての立法過程の分析を行う｡ それぞれの事例

について, 立法担当官解説の記述, 特に抑止効果に関して言及している

部分を確認し, 法案の基となった審議会等の報告書や議事録, および,

国会審議の議事録における抑止効果に関する議論等を参照する｡

３. １ 事例の追跡

①特許法等改正 (平��[����] 年・法律��)

����年の特許法等の一部改正では, 法人による特許権侵害の罪の罰金

刑の上限が, 自然人と同じ���万円から１億����万円に引き上げられた｡

また, 従来, 親告罪とされていた特許権侵害の罪の非親告罪化が行われ

た｡ 立法担当官解説における記述は以下の通りである
(��)

(下線は筆者によ

る｡ 以下同様) ｡

特許権侵害の罪は, 従来, その罰則は５年以下の懲役又は���万

円以下の罰金とされており, かつ親告罪とされていた｡ しかし, こ

れは特許権の侵害に対する抑止力としては不十分であったため, 本

改正において, 罰則の強化を行った｡

一つには, 法人に対する罰則の強化である｡ 法人が膨大な研究開

発費を投資することなく, 個人よりもはるかに大きい利潤を生み出

し得ることを踏まえると, 法人の侵害を抑止するための罰金刑の上

限が���万円では十分な抑止力たり得ない｡ そのため, 自然人と法

人の資力格差を反映し, その上限を１億����万円に引き上げた｡

中京法学��巻３･４号 (����年) ���(��)

(��) 入野泰一 (����) ｢工業所有権の保護強化を図る 損害賠償制度の見直
し, 創造的デザインの保護強化：特許法等の一部を改正する法律 (平��・
５･６公布 法律第��号 平��・１･１施行 (一部を除く))｣ 『時の法令』
����号, �	���頁, ��頁｡



また, もう１つには侵害罪の非親告罪化を行った｡ (略) 今日,

特許権の財産的価値が高まっており, また法人出願の増加により人

格権的色彩が薄れていることから, 侵害罪を親告罪とする積極的理

由がないため, これを非親告罪とすることとした｡

この両改正により, 特許権の侵害に対する抑止力が向上し, 特許

権の実効ある保護の実現に寄与することが期待される｡

本改正の方向性が検討されたのは, ����年６月から��月にかけて７回

にわたって開催された, 工業所有権審議会損害賠償等小委員会である｡

同小委員会の報告書では, 法人の罰金刑の現状について, 個人よりも利

益が高くなると予想される法人に対して両罰規定により侵害罪を適用し

たとしても, ｢���万円の罰金刑にとどまることになり, その抑止には限

界がある｣ といった指摘があるとし, 法人に対する罰金を１億����万円

以下にするという ｢商標法と同程度の法人重課を課す考え方｣ が提示さ

れている
(��)

｡

親告罪については, ｢研究開発成果を保護する権利として極めて重要

な財産として位置付けざるを得ないとの考え｣ や, ｢研究開発成果を保

護する知的財産を他の一般財産権よりも, むしろ手厚く保護しなければ

ならないとする強い要請｣, ｢特許の流通市場の創設や知的財産権の担保

化という特許ライセンス等の公的性格の高まりの観点｣ という政策上の

要請に重点を置いた検討結果が示され, ｢特許法等の侵害罪を, 非親告

罪とする考え方｣ が提示されている
(��)

｡ ただし, 非親告罪化に対する留意

点として, ｢特許権侵害罪等の場合, 被害者である特許権者の協力なく

しては十分な捜査ができないことから, 特許権者に訴追意思がない場合

知的財産法の厳罰化はどのように進むのか？ (京・吉岡(小林))���(��)

(��) 工業所有権審議会損害賠償等小委員会 ｢工業所有権審議会損害賠償等小
委員会報告書―知的財産権の強い保護―｣ (平成９年��月��日), 第２章第
４節 ｢３�両罰規定における法人重課の導入｣ 以下｡

(��) 前掲注��, 第２章第４節 ｢２�親告罪規定の見直し｣ 以下｡



にまで捜査・訴追できるか｣ という実務上の限界や, 親告罪であったこ

との背景要因について慎重に検討すべきという意見も併記されている
(��)

｡

また, 同小委員会では自由刑の引き上げについても検討されており,

報告書には, 特許権侵害罪の懲役刑を現行の ｢５年以下｣ から ｢��年以

下｣ に引き上げる案が示されていた
(��)

｡ 他方で, 引き上げに消極的な立場

からは, 以下のような意見が併記された
(��)

｡ すなわち, ｢公開された情報

を利用して特許権を侵害する犯罪と占有侵害を伴う窃盗罪とは同一に論

じられない｣, 適用の実態においても ｢自由刑の上限である５年のとこ

ろに言い渡し刑が集中しているような 『頭打ち現象』 が生じているとは

いえない｣, ｢５年という刑罰は既に十分に重い｣, ｢ 『故意』 にはいわゆ

る未必の故意も含まれることを考慮すると, 経済活動に萎縮効果がある｣｡

結果として, このときの特許法改正法案には自由刑の引き上げは盛り込

まれなかった｡

国会審議では, 以下のように罰則強化により抑止効果が向上するとい

う荒井寿光・特許庁長官の評価が繰り返される一方で
(��)

, 罰則強化の方向

性自体に対する懐疑的な質問は見られず, 法案は全会一致で両院を通過

した｡

今回の改正案では, 損害賠償額の引き上げあるいは法人重課という

ことで, 従来は罰金が���万円だったものを１億����万円に引き上

げるとか, (略) こういうことによりまして, 知的財産権の侵害の

抑止に大きく資していくものだと思っておりまして (略)｡

そういうことで, 適正な賠償額を認定するとか, あるいは刑事罰も

中京法学��巻３･４号 (����年) ���(��)

(��) 前掲注��, 第２章第４節 ｢２	親告罪規定の見直し｣ 以下｡
(��) 前掲注��, 第２章第４節 ｢１	侵害罪における刑罰の強化｣ 以下｡
(��) 前掲注��, 第２章第４節 ｢１	侵害罪における刑罰の強化｣ 以下｡
(��) 第���回国会衆議院商工委員会７号 (平成��年４月３日), ２, ��頁｡



強化いたしまして侵害を抑止するということに大きく踏み出したわ

けでございます｡

あるいは刑事においても罰則を強化するということで, 抑止力を強

化した侵害し得を改める方向になっているわけでございますが,

(略)｡

②特許法等改正 (平��[����] 年・法律��)

����年の特許法等の一部改正は, 前年の改正 (本稿①の改正) では法

人重課が導入されなかった, 特許権等の詐欺行為罪および虚偽表示罪に

ついて, 法人重課を導入するものであった｡ 立法担当官解説における記

述は以下の通りである
(��)

｡

侵害罪を犯した法人に対する罰金額の上限は平成��年改正により１

億����万円に引き上げられたが, 詐欺行為, 虚偽表示を犯した法人

に対する罰金額の上限は現在も���万円であり, 必ずしも十分な抑

止効果を果たしているとはいえないことから, 詐欺行為罪, 虚偽表

示罪についても法人重課を導入し, 法人に対する罰金額の上限を１

億円に引き上げることとした (略)｡

本改正の方向性が検討されたのは, ����年７月から��月にかけて６回

にわたって開催された, 工業所有権審議会企画小委員会である｡ 同小委

員会の報告書には, 詐欺行為罪について, 出願人から提出される書面の

記載内容の真偽をチェックする事前規制型の選択肢の採用が現実的でな

知的財産法の厳罰化はどのように進むのか？ (京・吉岡(小林))���(��)

(��) 吉村直泰 (����) ｢特許権等の早く強い保護の実現 権利取得の早期化,
特許侵害に対する救済措置の拡充等：特許法等の一部を改正する法律 (平
���５��	公布 法律第	�号 平�
�１�１施行 (一部を除く))｣ 『時の法令』
����号, ���
�頁, 
�頁｡



く, 詐欺行為が判明した場合に厳罰で臨む方が現実的であり, ｢詐欺行

為に対する罰則が十分に抑止力をもったものであることが必要｣ である

として, 法人重課を導入することが必要と記されている
(��)

｡ また, 虚偽表

示罪についても, 不正競争防止法との法的整合性の観点から, 法人重課

の導入の必要があるとしている
(��)

｡

一方で, 同委員会の参加者から指摘されたと思われる留意点が３点併

記されており, そのうちの１点は, これまでに詐欺行為罪が適用された

実績がないことを示唆し, ｢ 『事後的救済』 という許可制を伴う行政全

般に係る問題の中で工業所有権犯罪についてのみ法人重課を導入する必

要性｣ を問うものである
(��)

｡

国会審議では, 罰則に関する質疑応答はなされないまま, 全会一致で

両院を通過した｡

③著作権法改正 (平��[����] 年・法律��)

����年の著作権法の一部改正では, 著作権侵害に係る罰則の上限が懲

役刑・罰金刑ともに引き上げられるとともに, 懲役刑と罰金刑の併科が

可能になった｡ 立法担当官解説における記述は以下の通りである
(��)

｡

このような状況の中で, 著作権等を十分に保護するため, 侵害に

対する抑止力を確保する必要があることから, 著作権侵害に係る

｢罰則｣ を強化した｡ (略)

まず, 侵害に対する抑止力を確保する観点から, 懲役刑及び罰金

中京法学��巻３･４号 (����年) ���(��)

(��) 工業所有権審議会企画小委員会 ｢工業所有権審議会企画小委員会報告書
～プロパテント政策の一層の深化に向けて～｣ (平成��年��月), 第２編第
２節【�】⑤ ｢１	背景及び必要性｣ (３)｡

(��) 前掲注��, 第２編第２節【�】⑤ ｢１	背景及び必要性｣ (３)｡
(��) 前掲注��, 第２編第２節【�】⑤ ｢２	改正の内容｣｡
(��) 森下平 (����) ｢著作権法の一部を改正する法律 平成�
年６月９日法

律第��号｣ 『法令解説資料総覧』 ��
号, �����頁｡



額の上限を引き上げることとした｡

具体的には, 特許法, 商標法の規定とあわせ, 懲役刑の上限を３

年から５年に, 罰金額の上限を���万円から���万円 (法人について

は１億円から１億����万円) に引き上げた (なお, これに合わせ,

その他の著作権法違反に係る罰則についても引き上げた)｡

また, 他の知的財産権侵害に対する規定に先駆けて, 著作権侵害

について ｢懲役｣ と ｢罰金｣ を併科できることとした｡

罰金刑が科されるに止まる場合が多い著作権侵害事例についても,

悪質な侵害については懲役刑が相当とされることはあるが, ほとん

どの場合は執行猶予が付され, 悪質な侵害であるにもかかわらず,

実質的に罰金刑が科される者より軽い処分になっており, 抑止効果

が十分には働いていない｡

特に営利的・利欲的に行われる他の犯罪類型については, 罰金刑

と懲役刑を併科することにより, その犯罪が経済的に引き合わない

ものとすることで抑止効果を期待する規定例が数多くある｡

そこで, 著作権侵害についても, 同様の規定を設けたものである｡

本改正の方向性が検討されたのは, ����年６月から��月にかけて９回

にわたって開催された, 文化審議会著作権分科会司法救済制度小委員会

である｡ 同小委員会の報告書では, ｢罰金刑・懲役刑の引き上げ｣ と

｢懲役刑と罰金刑の併科｣ が提言されている
(��)

｡ 前者については, ｢著作権

侵害に対する抑止効果を高め｣ ることができるよう, 罰金刑や懲役刑の

上限引き上げが提言されており, その際, ｢他の知的財産法における刑

罰とのバランス｣ から, ｢特許法及び商標法と同程度に引き上げること

が適当｣ としている｡ この理由づけにおいては, ｢抑止効果｣ を正当化

知的財産法の厳罰化はどのように進むのか？ (京・吉岡(小林))���(��)

(��) 文化審議会著作権分科会司法救済制度小委員会 ｢文化審議会著作権分科
会司法救済制度小委員会報告書｣ (平成��年��月), ｢Ⅱ 検討の結果｣ ｢２�

罰則の強化について｣｡



理由としながらも, 潜在的犯罪者の効用ではなく, 他の刑罰とのバラン

スを重視するという, 他の厳罰化立法事例でもしばしば見られる論理の

不整合が見られる
(��)

｡ 後者については, 他の知的財産法には例がないが他

の法律や諸外国には例があり, ｢悪質なケースに執行猶予つきの懲役の

みで, 制裁が十分でないことがある現状において, 抑止効果を期待する

観点から｣ 導入すべきとしている｡

国会審議においては, 稲葉大和・文部科学副大臣が罰則強化に関する

改正案提出の理由について説明している
(��)

｡ この説明においては, ��・

インターネットの普及により著作権侵害の危険性が ｢可能性｣ ではなく

｢蓋然性｣ にまで高まっていること, ｢日本著
(ママ)

作権協会｣ によるプロバイ

ダへの要請に基づく音楽ファイルの削除件数が平成��年の１年間で４万

３千件であったこと, 時代にニーズに沿うように罰則の強化を図ったこ

と, 商標権や特許権に比べて罰則が低いことを指摘されていること, 懲

役刑で執行猶予が付くと罰金を科せず, 法の網をくぐる業者が多数出て

くることなどが述べられた｡ 共産党も質疑において賛成の立場を表明す

るなど
(��)

, 法案は全会一致で両院を通過した｡

④意匠法等改正 (平��[����] 年・法律��)

���	年の意匠法等の一部改正では, 特許, 実用新案, 意匠, および商

標権の侵害罪に係る懲役刑・罰金刑の上限が大幅に引き上げられ, 併科

が導入された｡ また, 不正競争防止法の営業秘密侵害罪と商品形態模倣

行為罪に係る懲役刑・罰金刑の上限も同様に大幅に引き上げられた｡ さ

らに, それらいずれについても, 法人重課の罰金刑の上限が大幅に引き

上げられた｡ 立法担当官解説における記述および刑事罰の強化に関する

表 (表２) は以下の通りである
(�	)

｡

中京法学�
巻３･４号 (����年) ���(��)

(��) 前掲注１, 		頁｡
(��) 第���回国会参議院文教科学委員会第��号 (平成�	年４月��日),��	頁｡
(��) 前掲注��, ��頁｡



こうした知的財産侵害の実態に対応し, 知的財産の実効性ある保

護を実現するためには, 民事的救済による解決のみならず, 侵害を

事前に抑止する観点から, 刑事的制裁を強化することとした｡

本改正の方向性が検討されたのは, 産業構造審議会知的財産政策部会

である｡ 同部会の下には意匠制度小委員会, 商標制度小委員会および特

許制度小委員会が設置され, ����年の９月頃から翌年１月頃にかけて,

それぞれにおいて刑事罰の強化に関する検討が行われていた｡ それぞれ

知的財産法の厳罰化はどのように進むのか？ (京・吉岡(小林))���(��)

(��) 特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室 (����) ｢産業財産権の
保護強化と模倣品対策の強化：意匠法等の一部を改正する法律 (平成��・
６･７公布 平成�	・４･１施行 (一部を除く) 法律第��号｣ 『時の法令』
����号, 
����頁｡

表２ 意匠法等改正による刑事罰の強化

種類
量刑

(懲役・罰金の上限)
併科

法人重課 (罰金)
の上限

産
業
財
産
権
法

特許法
��年・����万円
(５年・���万円)

○ (×) ３億円 (1.5億円)

実用新案法
５年・���万円
(３年・
��万円)

○ (×) ３億円 (１億円)

意匠法
��年・����万円
(３年・
��万円)

○ (×) ３億円 (１億円)

商標法
��年・����万円
(５年・���万円)

○ (×) ３億円 (1.5億円)

不
競
法

営業秘密侵害
��年・����万円
(５年・���万円)

○ ３億円 (1.5億円)

商品形態模倣
行為

５年・500万円
(３年・300万円)

○ ３億円 (１億円)

※かっこ内が改正前｡ かっこ外が改正後｡

出所：特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室 (2007) (注46) の
図表13



の小委員会報告書における記述は以下の通りである
(��)

｡

＜意匠制度小委員会報告書＞

近年, 企業戦略におけるデザインの重要性が高まる中で, 意匠権

の損害賠償請求訴訟における認定損害額も商標権に係る損害額を上

回る程度まで高額化しており, 意匠権侵害に対する抑止効果を高め

るため, 意匠権侵害罪に係る刑事罰を厳格化することが必要との指

摘がある｡

＜商標制度小委員会報告書＞

近年, 企業経営戦略におけるブランドの重要性が高まる中で, 商

標権の損害賠償請求訴訟における認定損害額が高額化しており, 商

標権侵害に対する抑止力を高めるために, 商標権侵害罪に係る刑事

罰を厳格化することが必要であるとの指摘がある｡

＜特許制度小委員会報告書＞

近年, 企業経営において, 新たな技術的思想を取り入れた製品の

高付加価値化により発明・考案の重要性が高まる中で, 特許権侵害

における損害賠償額は, 他の知的財産権法と比して大幅に高額化し

ている｡ また, 実用新案権の損害賠償請求訴訟における認定損害額

も商標権に係る損害額と同程度まで高額化している｡

このような状況を踏まえ, 特許権・実用新案権侵害に対する抑止

効果を高めるため, 刑事罰を厳格化することが必要との指摘がある｡

いずれの報告書においても, 『平成��年警察白書』 から知的財産権侵害

中京法学��巻３･４号 (����年) ���(��)

(��) 産業構造審議会知的財産政策部会 ｢意匠制度の在り方について｣ (平成
��年２月), ９頁；｢商標制度の在り方について｣ (平成��年２月), ��頁；
｢特許制度の在り方について｣ (平成��年２月), 	�頁｡



事犯の検挙状況 (平成��～��年) の表を引用しているが (表３), 毎年

数百件の検挙件数がある商標法侵害事犯に比べ, 特許法および意匠法侵

害事犯は, 年間数件しかない｡

いずれにおいても, ｢抑止効果を高めるため｣ に, ｢刑事罰を厳格化す

ることが必要｣ という課題が掲げられており, 具体的な対応の方向とし

て掲げられているのは, 主に刑事罰の引き上げ, 懲役刑と罰金刑の併科

の導入, および, 法人重課の引き上げの３点である｡ しかしながら, 刑

事罰の引き上げについては, ３つの報告書の間にバリエーションが見ら

れる｡ 意匠については, 刑事罰を ｢『３年以下の懲役又は���万円以下の

罰金』 から 『５年以下の懲役又は���万円以下の罰金』 に引き上げるこ

とが適切であると考えられる｣ と明記している
(��)

｡ 他方, 商標については,

対応の方向として刑事罰の引き上げは掲げられていない
(��)

｡ さらに, 特許

については, ｢他の知的財産権法における刑罰や, 窃盗罪等の刑法にお

ける財産に対する罪と比較し, 量刑のバランス等を考慮して検討するこ

知的財産法の厳罰化はどのように進むのか？ (京・吉岡(小林))���(��)

(��) 前掲注��, ｢意匠制度の在り方について｣, ��頁｡
(��) 前掲注��, ｢商標制度の在り方について｣, ��頁｡

表３ 知的財産権侵害事犯の検挙状況 (平成11～15年)

平成�� 平成�	 平成�� 平成�� 平成��

件数 人員 件数 人員 件数 人員 件数 人員 件数 人員

商標法 ��	 ��� �	� ��� 
�� ��� 
�	 ��	 ��� ���

不正競争防止法 �� �� �� � �� �� �� � �� 	�

著作権法 	�
 ��	 ��� ��
 ��� �	 ��� ��� 		� ���

特許法 � � � 	 � � 	 	 	 �

意匠法 � � � 	 � � 	 	 	 �

実用新案法 � � � � � 	 � � � 	

総数 
�� ��� �	� ��� 
�� ��� 
�	 ��	 ��� ���

出所：産業構造審議会知的財産政策部会 ｢特許制度の在り方について｣ (注47)
31頁 (『平成16年警察白書』 のデータ) の表を一部改変



とが必要｣ と述べながらも, 窃盗罪とは性質や社会に与える影響も異な

るとし, ｢特許権の侵害罪に係る刑罰 (懲役刑) の上限を��年へ引き上

げることについては, 特許権侵害罪の取締りの動向を注視つ
(ママ)

つ, 慎重

に検討を行うことが適当であると考えられる｣ と, 厳罰化についてはな

お慎重な検討を要するという記述になっている
(��)

｡

３つの報告書とも同様に ｢抑止効果を高める｣ という目的と ｢刑事罰

を厳格化する｣ 方向性を掲げながら, 厳罰化という具体的な方策につい

てはこのように異なる書きぶりになった理由を探るため, 審議の経過を

より詳細に確認しよう｡ 意匠制度小委員会では, 刑事罰の強化について,

事務局から ｢提案された方向に特段の異論なし｣ と議事要旨にまとめら

れている
(��)

｡ 商標制度小委員会では, 議事録上, そもそも刑事罰の引上げ

は提案されていない
(��)

｡

これに対し, 特許制度小委員会では, 刑事罰の引き上げについて, 否

定的・肯定的双方の意見が見られる
(��)

｡ まず, 事務局から表３に基づく説

明がなされた際には, ｢特許権につきましても (略), 一定程度の侵害が

行われております｣ と, 件数にして年間０～３件にすぎないものが ｢一

定程度｣ と表現されて説明されている｡ この刑事罰の引き上げの論点に

対しては以下のような意見が出された｡ そもそも, 商標や著作権侵害と

比べて, ｢特許権というのは非常に曖昧としていまして, 侵害している

のかしていないのか, この判断基準はものすごく難しい｣｡ 懲役刑の上

限を��年以下に引き上げるとすると, 窃盗と同程度の評価になるが,

｢窃盗の場合には, ものが奪われて相手方からなくなるという点があり

中京法学��巻３･４号 (����年) ���(��)

(��) 前掲注��, ｢特許制度の在り方について｣, �����頁｡
(��) 産業構造審議会知的財産政策部会第７回意匠制度小委員会 (平成��年��

月７日) 議事要旨｡
(��) 産業構造審議会知的財産政策部会第�	回商標制度小委員会 (平成��年��

月��日) 議事録｡
(��) 産業構造審議会知的財産政策部会第�
回特許制度小委員会 (平成��年��

月��日) 議事録｡



まして, それは特許権侵害と違う｣ という引き上げに否定的な意見に対

し, 他の委員からも, 窃盗等と知的財産権侵害とでは ｢社会的に与える

影響というのは全く違うと思います｡ 窃盗などが社会的な平穏を害する

こともありますので, これが同列というのは若干違和感があります｣ と

同調する意見が出された｡ 他方, 新聞記者出身と称する委員からは
(��)

,

｢警察官なり検察官なりは, 量刑が大きかったり, 罰金が大きくないと

やる気がない (略) つまり事件の難しさに対して自分たちのコストパフォー

マンスが悪いと考える傾向がある (略) この件数の低さを見ると, 司法

当局はあんまりやる気ないなというのが数字に出ているような気もする

(略) 一慨に慎重になり過ぎることもないのではないか｣ と厳罰化を支

持する意見が出された｡

特許制度小委員会では, パブリックコメントを行い, そこで寄せられ

た意見の概要に加え, それに対する事務局としての考え方も審議の場で

紹介された
(��)

｡ パブリックコメントの意見の概要としては, 刑事罰強化の

方向性に反対する意見はなかったが, 懲役刑ではなく罰金刑を中心にす

べきという意見があったと説明されている｡ これに対して, 刑事罰の引

き上げに対する事務局の考え方は, ｢特許権の侵害罪に係る刑罰 (懲役

刑) については引上げを行うのではなく, 特許権侵害罪の取締りの動向

を注視しつつ, 引き続き慎重に検討を行うことが適当である｣ という,

態度を留保するものであった｡

以上のように, 意匠権侵害については刑事罰を引き上げることが具体

的な案とともに小委員会で合意されているのに対し, 商標権侵害につい

ては提案すらされておらず, 特許権侵害については委員会内やパブリッ

クコメントでも刑事罰引き上げに対する反対意見が見られ, 少なくとも

知的財産法の厳罰化はどのように進むのか？ (京・吉岡(小林))���(��)

(��) 各発言の主が分からない議事録になっている｡
(��) 産業構造審議会知的財産政策部会第��回特許制度小委員会 (平成��年２
月２日) 議事録；｢パブリックコメントに提出された主な意見に対する考
え方｣ (同委員会の資料２)｡



懲役刑の引き上げについては事務局も慎重な姿勢を見せていた｡ ところ

が, これら小委員会の報告書を審議した知的財産政策部会においては,

事務局の田川審議室長から, 以下のような趣旨の発言がなされた
(��)

｡ すな

わち, 報告書において, 意匠権と実用新案の侵害については, 懲役５年

以下, 罰金���万以下に引き上げる方向で取りまとめられている｡ 一方で,

知的財産全般について, 懲役刑の上限を��年に引き上げるべきという意

見もある｡ 政府・与党との調整の結果によっては, ｢最終的にはこの報

告書と結果において少し異なることがあり得る｣ ことへの理解を得たい｡

この発言に対しては, 弁護士の松尾和子委員から, 懲役刑の上限を��

年に引き上げる検討過程についての確認がなされたが, 田川審議室長か

らは ｢今後, 政府部内の調整によって最終的には決まって行くプロセス

の中であり得る｣ という説明がなされた｡ また, 懲役��年という案には

日弁連内に強い反対があるので, 意見聴取の機会があるかという問いに

は, ｢具体的なプロセスの中で, 少し検討できるかどうかということに

ついて, 勉強してみたいと思っております｣ という回答がなされた｡

国会に提出された法案は, 既に説明した成立法案と同じく, 意匠権侵

害のみならず商標権侵害や特許権侵害もまとめて刑事罰を引き上げるも

のであった｡ つまり, 田川審議室長の説明通り, 審議会の報告書の内容

とは異なるものになったということである｡

背景には, ����年に成立した知的財産基本法に始まる知的財産立国と

いう国家戦略があると考えられる｡ 参議院の経済産業委員会において与

党・自民党の議員から刑罰の引き上げについての理由について問われた

中嶋誠・特許庁長官は以下のように答弁した
(��)

｡ すなわち, ｢犯罪行為に

対する抑制の効果｣ や ｢他の財産犯に対する法定刑との均衡｣ 等の観点

から検討したが, 産業財産権の価値が向上し, ｢侵害行為の抑止｣ の必

要性が高まっていることから, ｢模倣品被害を刑事罰の観点からも抑制

中京法学��巻３･４号 (����年) ���(��)

(��) 産業構造審議会第７回知的財産政策部会 (平成��年２月��日) 議事録｡
(��) 第���回国会参議院経済産業委員会第７号 (平成��年４月６日), ３頁｡



するという視点｣ で刑事罰を全体的に強化した｡ もちろん, 民事上の差

止め請求や損害賠償という手段もあるが, ｢知的財産立国を標榜｣ する

日本としては, ｢産業財産権の財産的価値を, 従来の窃盗罪と同等ある

いは若しくはそれ以上に重要なものとして考えるという見方を示す意味

で｣, ｢世界的に見ても最も高いレベルの罰則｣ にし, ｢刑事罰の観点か

らも十分な抑止効果を発揮することが期待される｣｡ ここでは, 抑止効

果による正当化に加えて, 知的財産立国という国家戦略の観点から厳罰

化が重要であるという説明がなされている｡

国家戦略として重要性が高まっているためか, 内閣府が����年７月に

｢知的財産に関する特別世論調査｣ を実施しており, そこでは ｢ニセモ

ノ｣ 対策に有効だと思う手段を複数回答で質問しているが, ｢ 『ニセモ

ノ』 を製造・販売する者に対する罰則強化｣ が����％で, ２位の ｢税関

の取組など, 『ニセモノ』 の輸入防止体制の強化｣ (����％) 以下に圧倒

的な差をつけて１位となっている
(��)

｡ なお, この調査結果は衆議院調査局

作成の資料に引用されている
(�	)

｡

また, 同委員会において, 与党・公明党の議員からは, 意匠, 特許,

実用新案の検挙件数が少ないのに刑事罰の強化が必要な状況にあるのか

という疑問が呈された｡ 中嶋誠特許庁長官は以下のように説明した
(
�)

｡ す

なわち, 商標権・著作権侵害の事案では, 大量の模造品が市場に流通す

ると ｢権利者の信用が金銭的に回復不可能なまでに毀損される｣ ため,

｢民事訴訟だけでは十分対応できずに刑事告訴に至る事案が相対的に多

い｣｡ 他方, 意匠権・特許権侵害の事案では, 民事訴訟を中心とする救

済手段を権利者側で選択することが多かった｡ しかし, 近年の意匠権・

知的財産法の厳罰化はどのように進むのか？ (京・吉岡(小林))���(��)

(��) 内閣府政府広報室 ｢『知的財産に関する特別世論調査』 の概要｣ (平成�


年８月)｡
(�	) 衆議院 (���
) ｢意匠法等の一部を改正する法律案の要点及び問題点｣
衆議院調査局経済産業調査室, ��頁｡

(
�) 第�
�回国会参議院経済産業委員会第７号 (平成��年４月６日), �	���

頁｡



特許権の侵害事案では, 権利者の被る損害額が高額化しており, 商標権・

著作権と ｢同様に刑事的措置が必要な事案が増加しつつある実態ではな

いか｣ と認識している｡

しかしながら, 一般的に知的財産侵害を刑事手続きで処理することは,

侵害が明白なデッドコピーの事案を除き, 困難である｡ 特許庁は, 知的

財産権侵害での告訴を検討している人に向けて, 弁理士の鑑定書等,

｢自己の被害を根拠付ける材料を自ら準備しておくこと｣ が重要であり,

そうでなければ, ｢捜査機関の側で告訴を受理できない可能性があ｣ る

と説明している
(��)

｡ このハードルは高く, 近藤 (����) によれば, 事実上,

刑事告訴によって知的財産権侵害事件を解決可能なのは, 故意が明白な

事件, すなわち, 模倣品に関する事件のみに絞られる
(��)(��)

｡

国会審議において罰則の強化についてはこれ以上の質疑が行われるこ

とはなく, 法案は参院の委員会を全会一致で通過した後, 参院本会議と

衆院の委員会・本会議は賛成多数で通過した｡

⑤不正競争防止法改正 (平��[����] 年・法律��)

����年の不正競争防止法の一部改正では, 営業秘密侵害罪の要件等を

中京法学��巻３･４号 (���	年) ���(��)

(��) 特許庁 ｢刑事責任の追及を捜査機関に求める｣ (特許庁ウェブサイト内,
����年��月��日最終アクセス)｡

(��) 前掲注��, ７頁｡
(��) そもそも刑事罰を有さない制度をとる国もある｡ 米国は, 特許法と意匠
法において刑事罰規定がなく, 商標法のみ刑事罰がある (日本技術貿易株
式会社 (���
) ｢平成��年度知的財産権ワーキンググループ等侵害対策強
化事業 主要各国における知的財産権侵害事案の刑罰制度及びその運用に
関する調査研究｣, ���頁)｡ また, 著作権法においては, 商業的利益また
は私的な経済的利益を主要な要件とするもの (米国著作権法���条), 業務
の過程での侵害や販売・賃貸のための複製行為を主要な要件とするもの
(英国著作権法��
条) がある｡ 一方で, ドイツやフランスは日本と同様,
特許法, 意匠法についても刑事罰を有し, かつ, 著作権侵害に対して広く
刑事罰の可能性を認めている｡



以下の３点について拡大した
(��)

｡ すなわち, �営業秘密侵害罪における

｢不正の競争の目的で｣ という目的要件を, ｢不正の利益を得る目的で,

又はその保有者に存在を加える目的で｣ に変更した｡ �詐欺等行為又は

管理侵害行為による営業秘密の不正な取得を, その方法如何にかかわら

ず刑事罰の対象とした｡ �従業員等が営業秘密の管理に係る任務に背い

て一定の方法により営業秘密を領得する行為を, 新たに刑事罰の対象と

した｡ 立法担当官解説における�と�についての説明はそれぞれ以下の

通りである
(��)

｡

前述のような近年の営業秘密の重要性の高まりやその情報として

の性質にかんがみれば, (略) その方法如何によらず, 刑事罰によっ

て抑止するに足りる違法性を肯定することができるものと考えられ

た｡

そこで, 改正法においては, 営業秘密の不正取得について, 方法

による限定をなくし, 図利加害目的で, 詐欺等行為又は管理侵害行

為によってなされた営業秘密の不正取得一般を刑事罰の対象とする

こととした (改正法��条１項１号)｡

前述のような近年の営業秘密の重要性の高まりやその情報として

の性質にかんがみれば, (略) 一定の場合には, 不正取得の場合と

同様に刑事罰によって抑止するに足りる違法性を肯定できるものと

考えられた｡

そこで, 改正法においては, (略) 一定の方法による営業秘密の

知的財産法の厳罰化はどのように進むのか？ (京・吉岡(小林))���(��)

(��) 経済産業省経済産業政策局知的財産政策室 (����) ｢営業秘密の保護強
化 営業秘密侵害罪における処罰対象範囲の拡大等：不正競争防止法の一
部を改正する法律 (平���４�	�公布 法律第	�号 １年６月内政令日施行｣
『時の法令』 �
��号, ���		頁, ����	頁｡

(��) 前掲注��, �����, �
, 	�頁｡ なお, �については抑止効果に関する説
明はなされていない｡



領得に処罰対象を限定した上で, 営業秘密を保有者から示された者

が, 営業秘密の管理に係る任務に背き, 図利加害目的をもって営業

秘密を領得する行為について, 新たに営業秘密侵害罪の対象とする

こととした (改正法��条１項３号)｡ (略)

営業秘密の領得自体を処罰する観点からは, 保有者から示された

営業秘密を管理する任務を負っているにもかかわらず, これに背い

て営業秘密を領得する行為は, 仮に記録媒体等の管理に係る任務を

負っていなかったとしても, 刑事罰によって抑止するに足りるもの

と考えられたことから, 今般の改正においては, 現行法第��条第１

項第４号 (改正法��条１項５号) 等と同様に, ｢営業秘密の管理に

係る任務｣ とされた｡

本改正の方向性が検討されたのは, ����年９月から翌年２月まで６回

にわたって開催された, 産業構造審議会知的財産政策部会技術情報の保

護等の在り方に関する小委員会 (第４～９回) である｡ ����年２月にま

とめられた同小委員会の報告書では, ｢保有者による営業秘密の秘密管

理体制を侵害して営業秘密を取得する行為の当罰性を, 従来より高く評

価する方向で考える｣ と, 総論として厳罰化 (広義の厳罰化
(��)

) の方向性

を打ち出している
(��)

｡ その上で, 各論として, 営業秘密侵害罪の ｢目的要

件を 『不正の競争の目的』 から 『図利加害目的』 とする方向で考える
(��)

｣,

中京法学��巻３･４号 (���	年) ���(��)

(��) ｢広義の厳罰化 (重罰化)｣ とは, それまで不処罰であった行為を処罰
することである｡ それに対して, ｢狭義の厳罰化 (重罰化)｣ とは, 懲役年
数や罰金額を引き上げるという既存の刑罰を強化することである｡ 浅田和
茂 (����) ｢刑事立法の重罰化｣ 前野育三先生古稀祝賀論文集刊行委員会
編 『刑事政策学の体系』 法律文化社, 

��
�
頁｡

(��) 産業構造審議会知的財産政策部会技術情報の保護等の在り方に関する小
委員会 ｢営業秘密に係る刑事的措置の見直しの方向性について｣ (平成��

年２月), ８頁｡
(��) 前掲注��, ９頁｡



｢営業秘密の不正な取得行為については, その方法を限定することなく

刑事罰の対象とする方向で考える
(��)

｣, ｢営業秘密を管理する任務を負う者

が, 不正の目的で, 詐欺等行為などの営業秘密の管理任務に違背する行

為を, 営業秘密が記録等された記録媒体等を領得又はその記録等の複製

を作成する方法で行うことは, 当罰性の高い法益侵害行為として刑事罰

の対象とすべきであると考える
(��)

｣ と, 上述した�～�の方向性がこの時

点で明記されている｡

����年２月に国会に提出された法案に対して, 日本労働弁護団が ｢不

正競争防止法を 『企業情報持ち出し処罰法』 に変質させ, 労働者の権利

に重大な侵害を招くものであり, 到底容認できるものではない｡ 法案の

白紙撤回・廃案を求める｣ という強い反対意見を出しているように
(��)

, こ

の改正によって, 企業の労働者による行動が場合によっては刑事罰の対

象になりうる｡ それゆえ, この厳罰化への反対意見が出るとすれば, 労

働者側の利益を代表する委員からであろう｡ 上記小委員会には日本労働

組合総連合会 (連合) から青木健・総合政策局経済政策局部長が委員と

して参加している｡

しかしながら, 小委員会では労働者の立場から強い反対意見が述べら

れることはなかった｡ 青木委員は第４回の会議に欠席し
(��)

, 第５回では,

労使協調の重要性を強調しながら, 経営者による労働組合に対する情報

提供が図利加害目的から外れるということから, 改正の方向性に賛成の

意見を述べた
(��)

｡ 第６回の会議でも, 公正な裁判手続きを確保する必要性

知的財産法の厳罰化はどのように進むのか？ (京・吉岡(小林))���(��)

(��) 前掲注��, ��頁｡
(��) 前掲注��, �����頁｡
(��) 日本労働弁護団 (����) ｢ ｢不正競争防止法の一部を改正する法律案｣ に
対する意見 (����年３月��日)｣ 『季刊・労働者の権利』 ���号, �������頁｡

(��) 産業構造審議会知的財産政策部会技術情報の保護等の在り方に関する小
委員会 (第４回) 議事録 (����年９月��日)｡

(��) 産業構造審議会知的財産政策部会技術情報の保護等の在り方に関する小
委員会 (第５回) 議事録 (����年９月��日)｡



について多少の意見を述べたが, 営業秘密の不当な搾取により ｢労働者

の雇用や労働条件にまで影響が及ぶようなことがないような対応策を講

ずるという考え方を支持したい｣ とし, 訴訟手続きにより ｢重層的に対

策を講じようとする事務局提案を支持｣ するという, 厳罰化に賛成の立

場であった
(��)

｡ 第７回の会議にも青木委員は欠席し
(��)

, 第８回の会議でも,

この法改正により労使協議を通じての情報取得に影響が及ばないことを

確認しながら, 再度, 事務局案における ｢営業秘密に係る刑事的措置の

見直しの必要性や構成要件の見直し｣ について賛成の意見を述べた
(��)

｡

ところが, 第９回の会議においては, パブリックコメントに付された

報告書案に対して, 組合員から刑事罰に対する不安や懸念の声が出てい

るとして, ｢今後の具体的な条文策定および法運用を含め, 特段の配慮

をお願い｣ する文書が青木委員から提出され
(��)

, 説明がなされた
(��)

｡ それに

よれば, ｢営業秘密｣ の範囲を労使で確認または要件を厳格化すること,

目的が ｢正当な目的｣ と ｢図利加害目的｣ との中間に位置する (または

両者が混在する) 場合にどのような影響があるかを明確化すること, 法

律知識に乏しい労働者に対して日常の業務への萎縮効果を抑えるため,

具体的行為類型を明確にし, 内部告発等に不当な圧力をかけるような歪

曲的な解釈がなされないように対応すること, などを求めている｡ 事務

局からは, これらの懸念に対して回答がなされたほか, 何点かについて

中京法学��巻３･４号 (����年) ���(��)

(��) 産業構造審議会知的財産政策部会技術情報の保護等の在り方に関する小
委員会 (第６回) 議事録 (����年��月��日)｡

(��) 産業構造審議会知的財産政策部会技術情報の保護等の在り方に関する小
委員会 (第７回) 議事録 (����年��月４日)｡

(��) 産業構造審議会知的財産政策部会技術情報の保護等の在り方に関する小
委員会 (第８回) 議事録 (����年��月��日)｡

(��) 青木健 (日本労働組合総連合会) ｢不正競争防止法改正における労働者
保護等の論点について｣ 産業構造審議会知的財産政策部会技術情報の保護
等の在り方に関する小委員会 (第９回), 資料５｡

(��) 産業構造審議会知的財産政策部会技術情報の保護等の在り方に関する小
委員会 (第９回) 議事録 (���	年２月６日)｡



は報告書の修正が提案された｡

国会審議では, 以下のように, この改正によって営業秘密侵害行為に

対する抑止効果が高まるという趣旨の政府側委員からの答弁がたびたび

行われた
(��)

｡

今回の法改正におきましては, 取引先との間で契約に基づいて示さ

れた営業秘密につきまして, 管理任務に背いて無断でコピーする等

の行為は処罰の対象となることから, 取引先による営業秘密の不正

な取上げに対しまして相応の抑止効果が働くものと考えております｡

(谷合正明・経済産業大臣政務官)

今般の改正法によりまして罰則が強化をされますので, こうした罰

則の強化も抑止力の向上につながっていくというふうに考えており

ます｡ (藤田昌宏・経済産業省貿易経済協力局長)

今回の改正によりまして抑止力は格段に強化をされたというふうに

考えております｡ (松永和夫・経済産業省経済産業政策局長)

今回の不正競争防止法の改正により営業秘密の侵害行為に対しては

相応の抑止効果が働くものと考えておりますが (略)｡ (二階俊博・

経済産業大臣)

大企業等によるそういった行為が抑止される結果, 中小企業の営業

秘密の保護が格段に強化されることになります｡ (森川正之・経済

産業大臣官房審議官)

知的財産法の厳罰化はどのように進むのか？ (京・吉岡(小林))���(��)

(��) 第���回国会参議院経済産業委員会第５号 (平成��年４月７日), ３,��,
��頁；第６号 (平成��年４月９日), １, ４, ５頁；衆議院経済産業委員会
第８号 (平成��年４月��日), ��頁｡



今回の不正競争防止法の改正案におきましては, 異なる組織の間で

共有されている営業秘密が一方の背信行為によって侵害された場合

に適切に罰則が科せられるようにすることで, そうした不正行為に

対する抑止効果が働くことになると考えております｡ (二階俊博・

経済産業大臣)

このような措置によりまして, 営業秘密の侵害を実効的に抑止いた

しまして, 営業秘密の一層の保護を図ってまいりたいと考えており

ます｡ (吉川貴盛・経済産業副大臣)

また, 国会審議では, ����年に不正競争防止法に営業秘密侵害罪が導

入されて以来, 刑事事件として立件された件数が０であったことが明ら

かにされた
(��)

｡ この点について, 政府側は, ｢不正の競争の目的が認めら

れなかった｣ 事案や, ｢外部への送信, つまり開示行為という, 現行の

不正競争防止法で罰則がかかる行為につきまして証拠を得ることができ

なかった｣ 事案など, ｢現行の営業秘密侵害罪では捕捉できないような

ケースが現実には生じている｣ と答弁している
(��)

｡ 法案は全会一致で両院

を通過した｡

⑥著作権法改正 (平��[����] 年・法律��)

����年の著作権法の一部改正では, インターネット上におけるデジタ

ル方式の録音・録画ファイルを, それが著作権を侵害しているという事実

を知りながらダウンロードする行為 (以下, 違法ダウンロード) に対し,

２年以下の懲役若しくは���万円以下の罰金又はこれを併科するという

刑事罰が創設された
(��)

｡ 立法担当官解説における記述は以下の通りである
(��)

｡

中京法学��巻３･４号 (����年) ���(��)

(��) 第���回国会参議院経済産業委員会第５号 (平成��年４月７日), ��頁｡
(��) 第���回国会衆議院経済産業委員会第８号 (平成��年４月��日), ２頁｡
(��) 著作権法の立法過程の文脈を踏まえた本改正の政治学的分析については,



平成��年改正により, 著作権を侵害する自動公衆送信を受信して

行うデジタル方式の録音又は録画を, その事実を知りながら行う場

合には, 私的使用目的であっても違法とされたが, 個人の行為の軽

微性などを理由に刑事罰の対象にはされていなかった｡

しかしながら, 同改正によってもなおインターネット上における

違法ファイルの流通による被害が深刻であり, 刑事罰化により一定

の抑止効果が期待できるとの理由により, (略) 違法ダウンロード

の刑事罰化を内容とする修正案が国会審議において提出され, 可決・

成立した｡

本改正における違法ダウンロード刑事罰化の部分は, 閣法の著作権法

改正案に対し, 当時の民主党政権期において野党であった自民党と公明

党の議員らによる議員修正案として追加されたものであった｡ 衆議院文

部科学委員会において, 修正案は閣法の審議の終局間際に提出された｡

提出者を代表した池坊保子委員は, この修正は ｢私的違法ダウンロード

の防止｣ が目的であると述べている
(��)

｡ 当初の政府案には賛成の立場を示

していた共産党は, 衆議院文部科学委員会における採決の前の討論にお

いて, ｢国民の基本的人権にかかわる重大な内容を含む修正案を政府案

の質疑終局後に提出する｣ 委員会運営を強引に進めた修正案提案者と民

知的財産法の厳罰化はどのように進むのか？ (京・吉岡(小林))���(��)

京俊介 (����) ｢著作権法の立法過程分析：政治学の視点から｣ 『著作権研
究』 第��号, �	���頁, 
����頁｡ それを踏まえて改正プロセスをめぐる課
題を指摘した研究として, 前掲注��, 中山 (���	)｡

(��) 文化庁長官官房著作権課 (����) ｢いわゆる｢写り込み｣等に係る規定や
技術的保護手段に係る規定等の整備 あわせて､ 違法ダウンロードの刑事
罰化に係る規定の整備：著作権法の一部を改正する法律 平成��年法律第
��号 平��・�・�
公布 平��・�・�
／平��・��・�／平�	・�・�施行｣
『時の法令』 ����号, ����	頁, ����	頁｡

(��) 第���回国会衆議院文部科学委員会第６号 (平成��年６月�	日), ��頁｡



主党を非難している
(��)

｡ 法案は衆院の文部科学委員会を原案は全会一致,

修正部分は賛成多数で通過し, 本会議では修正部分を含めて賛成多数で

通過した
(��)

｡

参議院文教科学委員会の審議においては, 森ゆうこ委員 (民主党) が

違法ダウンロードの刑事罰化に強く反対していた｡ 森は, 閣法としての

本改正案の提出時には, 著作権法を所管する文部科学省の副大臣であっ

た｡ この国会において, 与党・民主党は, 消費税増税関連法案などで野

党の強い反発に直面しており, 当該法案への対応をめぐって政府の方針

に反発した森は文部科学副大臣を辞任していた
(��)

｡ そうした国会情勢の中

で, 民主党は, 自民・公明による著作権法改正法案の修正案に同意する

立場をとっていたが, 森は民主党の方針に反する立場から修正案に対す

る質疑を行った｡ なお, 森は, 文教科学委員会での採決の前に委員を辞

任し
(��)

, 本会議における本法案の採決では反対票を投じ
(��)

, その約２週間後

に民主党を離党している
(��)

｡

参議院文教科学委員会の参考人質疑では, 日本弁護士連合会事務次長

の市毛由美子が, ｢このように, 抑止的な効果として刑事罰を入れると

いうのであれば, そういった抑止的な効果が本当にあるのかどうかとい

う点もアップロードの刑事罰の執行状況等を勘案しながらやはり慎重に

議論がされるべきであると考えます｣ と
(��)

, 抑止効果の根拠についての疑

念を示した｡ また, 他国でも ｢制度はあっても刑事事件として裁判にな

り処罰されているケースというのはごく少な｣ く, ｢刑事罰だけある,

法律はあるけれども発動されない, それが抑止力になるのかと｡ どっち

中京法学��巻３･４号 (���	年) ���(��)

(��) 前掲注�	, �	頁｡
(��) 第���回国会衆議院本会議第��号 (平成�	年６月��日), ２�３頁｡
(��) 『朝日新聞』 ����年４月２日新潟全県版, ４月４日｡
(��) 第���回国会参議院文教科学委員会第７号 (平成�	年６月��日), １頁｡
(��) 第���回国会参議院本会議第��号 (平成�	年６月��日), 
�頁｡
(��) 『朝日新聞』 ����年７月３日新潟全県版｡
(��) 第���回国会参議院文教科学委員会第６号 (平成�	年６月��日), ��頁｡



みち処罰されないんだという, そういう観念が広がる, 認識が広がると

いうことで抑止力がなくなってしまうんじゃないかということも懸念さ

れる｣ と
(��)

, 逮捕確率�が実際のところは０に近付くことになって抑止

効果は向上しないことについても指摘している｡ 法案は, 森の委員辞任

もあって, 参院の委員会を全会一致で通過し, 本会議は森と社民・共産

両党が反対したため賛成多数での通過となった｡

⑦不正競争防止法改正 (平��[����] 年・法律��)

����年の不正競争防止法の一部改正では, �営業秘密侵害罪の罰金刑

の上限引き上げ, �国外犯処罰の範囲拡大, �営業秘密侵害罪の海外重

罰化, �未遂罪の導入, �任意的没収規定の導入等, いくつかの厳罰化

の内容を含む改正が行われた｡ 抑止効果についての言及が見られた上記

�～�についての, 立法担当官解説における記述は以下の通りである
(��)

｡

�営業秘密侵害罪の罰金刑の上限引き上げ

本改正前の不正競争防止法 (略) では, 個人に対する罰金刑の上限

を����万円, 法人等事業主に対する罰金刑の上限を一律３億円として

いたが, 改正後これらをそれぞれ����万円 (略) と, ５億円 (略) ま

で引き上げることとした (略)｡ これは, 罰金の重罰化による抑止力

の向上を図るものである｡

�国外犯処罰の範囲拡大

旧法下では, (略) 日本国内の事業者が保有する営業秘密であって

も, 国外において取得・領得行為がなされた場合 (略) については,

処罰対象となるか必ずしも明らかではなかった｡

知的財産法の厳罰化はどのように進むのか？ (京・吉岡(小林))���(��)

(��) 前掲注��, ��頁｡
(��) 津田麻紀子・伊万里全生・長井謙 (����) ｢不正競争防止法の一部を改

正する法律｣ 『時の法令』 ����号, �����頁, ��, �����, �����頁｡



しかしながら, クラウドシステムの普及など, 近年における情報技

術の一層の高度化に伴い, 国内の事業者が保有する情報の海外からの

抜き取りについて抑止力を強化する必要性が強くなったこと (略) 等

に鑑み, 本改正では, (略) 国内の事業者の保有する営業秘密の取得

行為についても, 新たに国外犯処罰の対象とした｡

�営業秘密侵害罪の海外重罰化

(略) 実際に営業秘密が国外に流出した場合, 営業秘密の流出が国

内にとどまる場合に比べ, 我が国の雇用やイノベーションに与える悪

影響が大きいと考えられる｡ さらに, 司法救済も困難となることを踏

まえれば, 営業秘密の国外流出に対しては, 国内流出に比してより強

い抑止力を働かせる必要があるものといえる｡

そこで, 新法においては, (略) 罰金刑の上限を個人につき����万

円 (略), 法人につき��億円まで引き上げている (略)｡

�未遂罪の導入

(略) 旧法でも, 営業秘密侵害罪の未遂行為は処罰対象となってい

なかった｡ しかし近年, (略) 未遂の段階であっても営業秘密の実質的

価値を失わせる危険性が相当に高まっていると考えられる｡ そこで, 新

法では, 抑止力強化の観点から, 不正競争防止法第��条第１項第３号

を除く営業秘密侵害罪について, 未遂罪処罰の対象とすることとした｡

�任意的没収規定の導入

(略) 近年, １件当たりの営業秘密侵害の損害額が高額化してきて

いるところ, 不正競争防止法に基づく罰金のみでは, 営業秘密侵害に

対する経済的抑止力という観点から必ずしも十分とはいえないと考え

られること (つまり, 侵害者が罰金を科されても, 侵害により得た利

益が莫大であったため, なお経済的には得をするような仕組みしかな

中京法学��巻３･４号 (����年) ���(��)



いのでは, 侵害行為はなくならないのではないかということ) による

ものである｡

本改正の方向性が検討されたのは, 産業構造審議会知的財産分科会の

下に����年９月に設置された ｢営業秘密の保護・活用に関する小委員会｣

であるが, その背景には, 同年４月にまとめられた知的財産戦略本部の

｢営業秘密タスクフォース報告書｣, ５月にまとめられた自民党の ｢知的

財産戦略調査会の提言とりまとめ｣, および, ７月に公表された知的財

産戦略本部の ｢知的財産推進計画２０１４｣ の３本の文書がある｡

４月の知的財産戦略本部の ｢営業秘密タスクフォース報告書｣ には,

営業秘密の漏えいについて以下のように実効性の高い抑止力が必要とい

う記述が見られる
(��)

｡ すなわち, ｢実効性の高い抑止力や救済を実現する

刑事・民事の規定の整備｣, ｢営業秘密漏えい防止に向けた取組は, (略)

企業の秘密管理レベルの向上, 刑事罰による抑止力, 民事救済の充実と

いう３つの視点から, (略) 強力に進めることが求められる｣, ｢真に実

効性や抑止力向上のために必要な法制度はいかなるものかといった視点

から, (略) 不断の見直しを行っていくことが必要である｣, ｢更に実効

的な抑止力を持つ刑事規定の整備 (略) が何よりも重要であるとの認識

の下, (略) 政府において, 国としての優先すべき事項を的確に見極め

るべきである｣｡

５月に取りまとめられた自民党の ｢知的財産戦略調査会の提言とりま

とめ｣ には, 以下のように営業秘密を保護するために刑事罰を強化する

必要性があるという記述がある
(��)

｡ すなわち, ｢わが国の企業が保有する

技術情報等の営業秘密の盗用や海外への不正流出等を防止｣ できるよう,

知的財産法の厳罰化はどのように進むのか？ (京・吉岡(小林))���(��)

(��) 知的財産戦略本部タスクフォース議長 ｢営業秘密タスクフォース報告書｣
(平成��年４月��日), ２�３, ４�５頁｡

(��) 自由民主党政務調査会知的財産戦略調査会 ｢知的財産戦略調査会の提言
とりまとめ｣ (平成��年５月�	日), ４�５頁｡



｢より実効的な刑事規定による抑止と民事規定による救済を実現すると

いう観点から, 非親告罪化や罰金刑の引き上げ｣ 等について ｢早急に検

討を行い, 営業秘密の保護を強化する法案を来年の通常国会に提出する

ことを目指す｣｡

７月に公表された知的財産戦略本部の ｢知的財産推進計画２０１４｣

にも, ４つの重要施策の１つである ｢産業競争力強化のためのグローバ

ル知財システムの構築｣ の３点目として ｢営業秘密保護の総合的な強化｣

を掲げ, 今後取り組むべき施策を以下のように記述している
(��)

｡ すなわち,

｢企業の秘密管理レベルの向上, 刑事罰による抑止力, 民事救済の充実

という３つの視点から
(��)

｣, 経済産業省・財務省・法務省により ｢更に実

効的な抑止力を持つ刑事規定の整備 (略) を実現するため, (略) 刑事

規定については非親告罪化や罰金の上限の引上げ等｣ を次期通常国会へ

の法案の提出も視野にして検討を進める｡ また, ｢刑事罰による抑止力

を高めるため, 企業が全面的に捜査当局に協力した取締りが促進される

よう, 諸外国の事例も参考にしつつ, 我が国における企業と捜査当局と

の連携の在り方について早急に検討し, 取組を進める｣ ことを経済産業

省・警察庁に求めている｡

こうした政府・与党における検討が先行していた状況において設置さ

れ審議が始まった小委員会の報告書は, ����年２月にとりまとめられた
(��)

｡

｢検討の視点｣ として, 損害額が高額であり, 加害者側の不当な利得額

も高額になっているとの指摘から, ｢不正競争防止法では, 処罰範囲,

罰則とも累次の強化を行っているところであるが, 刑事, 民事の両面に

わたって制度面での十分な抑止力を確保する必要がある｣ という記述が

中京法学��巻３･４号 (���	年) ���(��)

(��) 知的財産戦略本部 ｢知的財産推進計画２０１４｣ (���	年７月), �����

頁｡
(��) 上述の ｢営業秘密タスクフォース報告書｣ と全く同じ記述である｡
(��) 産業構造審議会知的財産分科会営業秘密の保護・活用に関する小委員会
｢中間とりまとめ｣ (平成��年２月)｡



ある｡ また, ｢今後の対応｣ として, ｢このような環境整備とともに, 我

が国企業の漏えい防止対策にもかかわらず, 不正に営業秘密を侵害する

行為については, 制度面から抑止力を刑事, 民事両面で, 引き上げてい

く必要がある｣ という記述もなされている｡

立法担当官解説で ｢抑止力｣ の観点から正当化が行われている�～�

について, 同報告書の記述を確認していこう｡ まず, �営業秘密侵害罪

の罰金刑の上限引き上げ, �営業秘密侵害罪の海外重罰化, および, �

任意的没収規定の導入については以下の通りである
(��)

｡ すなわち, 改正の

必要性として, ｢営業秘密は漏えいによって価値が喪失する危険性が高

く｣, 漏えいすると被害の回復は極めて困難であることから, ｢抑止力の

確保は重要な課題｣ であり, 近年の国内外の事案において, ｢不正取得

者は数億円の対価を受け取り, また, 被害企業は����億円規模の損害の

賠償を請求していることを踏まえれば, 一層の抑止力の向上が必要であ

る｣ とする｡ �と�については, ｢個人及び法人に対する罰金刑を引き

上げる｣, ｢海外企業による我が国企業の営業秘密を不正取得・使用する

行為に対する抑止力を引き上げる観点から, (略) ｢海外重課｣ を導入す

る方向で具体的検討を行う｣ とする一方で, 懲役刑の引き上げについて

は ｢刑事法制全体のバランスの観点から十分に慎重な検討を行う｣ と慎

重な姿勢を保持している｡ �については, ｢ 『やり得』 を許さないため

に, 営業秘密侵害によって得た犯罪収益を個人及びその所属する法人の

双方から没収することを可能とする規定を置く｣ とされ, ｢抑止力の観

点からは, 個人, 法人に対する犯罪収益没収が効果的なのであって, こ

れまで実刑が科された例がない状況下での法定刑の引き上げについては,

説得力のある説明が必要である旨の指摘があった｣ と, 法定刑の引き上

げによる抑止力の向上という政府内で頻繁に見られる考え方に対する懐

疑の意見が掲載されている｡

知的財産法の厳罰化はどのように進むのか？ (京・吉岡(小林))���(��)

(��) 前掲注��, �����頁｡



次に, �国外犯処罰の範囲拡大, および, �未遂罪の導入については,

それぞれ改正の方向性は明記されているものの, その ｢改正の必要性｣

の中に ｢抑止効果｣ による正当化はなされていない
(���)

｡

厳罰化と抑止力の関係性の観点から重要だと思われる, 小委員会での

審議における発言をいくつか取り上げよう｡ まず, 第３回会議における,

知的財産法学者である玉井克哉・東京大学先端科学技術研究センター教

授の発言である
(���)

｡ 玉井は, 営業秘密の侵害事例は他国で多数発生してい

るのであるから, 日本でまだ立件された事実がないからといって営業秘

密侵害の ｢立法事実がない｣ というのは誤解であるとし, 量刑上限の引

き上げを初めとする立法による厳罰化を正当化する｡

ここでの玉井の主張のうち, これまで摘発されていないからといって

対応すべき侵害事案が生じていないとは言えない, という部分について

は筆者も同意する｡ 他方で, それが摘発されていないのが現状であるの

に, 罰則の強化によって抑止力が向上する (逆に言えば, 抑止力の向上

を罰則強化の正当化理由にする) という点については, 潜在的犯罪者の

合理性を仮定したとしても, 必ずしも正しいとは言えない｡ 京 (����)

が ｢罰則強化の必要性が必ずしも明らかでない事例｣ として類型化した

事例のうち, いくつかの事例について指摘したのと同様に, 抑止力が働

くためには逮捕確率�が一定以上である必要がある
(���)

｡ いくら罰則の水

準が高くなろうとも, 摘発される確率が０であれば, 抑止効果は働かな

いからである｡ もちろん, 法定刑の上限が一定水準を超えれば, 水準が

低いときに比べて捜査機関が動く可能性が高まり, それゆえ客観的な逮

捕確率�も高まるという関係性はあるかもしれない
(���)

｡ また, 高い水準
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の罰則を示しておくことで, 捜査機関が本気になって捜査してくるかも

しれないという, 潜在的犯罪者の主観的な逮捕確率�が高まるという

可能性もあるだろう｡ しかし, それは罰則の強化が, 日本の捜査機関が

持つある種の特徴を通じて副次的にもたらすかもしれない効果であり,

������のモデルにおける����(��) (犯罪行為を実行して刑罰を受ける

ときの�の効用関数) を直接引き下げるものではない｡

この逮捕確率�に言及する意見は, 同じ第３回会議における, 本小

委員会の委員長で経済学者の後藤晃・政策研究大学院大学教授によって

以下のように述べられている
(���)

｡

何人かの方から抑止とかやり得防止についてご発言があったのです

けれども, 私の個人的な経験を申し上げますと, 私も, 公正取引委

員会に入る前に学者のときに, 独禁法の課徴金の値上げの話があり

まして, そのときに, 不当利得を取り上げるというような格好になっ

ていたのですけれども, それだけでは抑止力としては不十分で, つ

まり, 違法行為をやったのが全て見つかるわけではなくて, ２回に

１回しか見つからないというのであれば, 不当利得を取り上げるだ

けでは抑止効果がないので, ２回に１回見つかるのだったら, 初歩

的経済学なのですけれども, 確率の逆数を掛けて２倍にしたような

額の課徴金を課さないと抑止効果がないんだというようなことを私

などは言っていたのですけれども, 法律家の人にはそれは余り受け

ませんでした (略)｡

なお, 小委員会の審議においては, このほかに逮捕確率�に関して言

及する発言は見当たらなかった｡

報告書における�営業秘密侵害罪の罰金刑の上限引き上げについては,

知的財産法の厳罰化はどのように進むのか？ (京・吉岡(小林))���(��)

(���) 前掲注���, 	
�	�頁｡



｢抑止力の観点からは, 個人, 法人に対する犯罪収益没収が効果的なの

であって, これまで実刑が科された例がない状況下での法定刑の引き上

げについては, 説得力のある説明が必要である旨の指摘があった｣ と書

かれているが, これは, 上述の玉井の発言と同じく第３回会議における,

刑事法学者である高山佳奈子・京都大学大学院法学研究科教授の発言に

基づいて書かれていると考えられる｡ 高山は第１回と第２回の会議に欠

席しており, 小委員会における自身の最初の発言機会において以下のよ

うな趣旨の発言をした
(���)

｡ すなわち, 罰金刑だと, 報酬額がそれを上回っ

てしまえば, 引き上げても意味はない｡ ヨーロッパの独禁法のように３

倍額の課徴金を予告しておいて, 捜査協力をすれば減免措置を設けると

いうのが, 抑止の観点からはいい制度であるが, それができないのであ

れば, 不正収益の収奪が最低限必要な対策となる
(���)

｡ 他方, 営業秘密侵害

罪を窃盗罪や業務上横領罪と同様の罪と捉えて道徳的な悪であることを

示すには, 自由刑で実刑判決を下すようにするのが重要である｡ しかし

ながら, 法定刑を上げることにはあまり意味がない｡ 業務上横領でも懲

役��年の判決は出ない｡ 情状により, 執行猶予ではなく実刑で重く処罰

し, 実刑に値する犯罪なのだということを示していくほうが重要である｡

しかしながら, 法定刑引き上げの方向性について異論を述べる者は高

山のほかにはいなかった｡ 春田雄一・日本労働組合総連合会経済政策局

部長は, ｢労働者側の立場から｣ の意見として, 罰金刑の上限引き上げ

について, 具体的な引き上げ額についての論理性等を明確にしてほしい

ということと, 海外重課の刑を重くすることについての慎重意見を述べ

たものの, ｢抑止力の確保の観点から引き上げる方向｣ に賛成した
(���)

｡ ま

た, 未遂罪の導入については, キヤノンの久留が
(���)

, ｢罪を犯す人の立場
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からすれば, うまくいったら得する, 万が一失敗しても罪に問われない

という状況は抑止にならないと思います｣ として導入を強く求めている
(���)

｡

このような議論の状況を受け, 事務局の木尾知的財産室長は, ｢基本

的なスタンスとして申し上げますと, 罰金刑については個人, 法人とも

引き上げていくというご議論かなと思ってございます｣ と罰金刑の上限

引き上げには積極的な姿勢を見せた｡ また, 法人の犯罪収益の没収につ

いても前向きな姿勢を見せた｡ 他方, 懲役刑の上限引き上げについては,

｢懲役, 特に海外重課のところについて, 自由刑のところで申し上げる

と, ここは賛否両論あるということかなと理解させていただいてござい

ます｣ と方針を示すのを留保した
(���)

｡ 第４回会議で ｢中間取りまとめ (案)｣

が示されたが, これらの罰則強化の方向性に対しては異論が示されるこ

とはなかった｡

国会における経済産業大臣による趣旨説明においても, ｢刑事, 民事

両面にわたって, 営業秘密侵害に対する抑止力を向上させます｣ と, 抑

止効果の観点に基づく正当化が行われた
(���)

｡ 審議における政府側の答弁で

も, ｢営業秘密侵害罪の未遂罪の創設といった措置を講じることにより

まして, 営業秘密侵害に対する抑止力を向上させていこうと考えており

ます｣ (山際大志郎・経済産業副大臣
(���)

), ｢今般の改正は, 法定刑の引き

上げによる抑止力の向上, 未遂罪の創設や転得者処罰規定の拡充など処

罰範囲の拡大等を内容とするもので, 警察といたしましても, 改正に至

る社会的背景や改正内容を踏まえまして的確に対処していく必要がある

と考えているところであります｣ (島根悟・警察庁長官官房審議官) と
(���)

,

知的財産法の厳罰化はどのように進むのか？ (京・吉岡(小林))���(��)

(���) 委員である長澤健一・キヤノン株式会社取締役・知的財産法務本部長の
代理出席｡

(���) 前掲注���, �����頁｡
(���) 前掲注���, ��頁｡
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(���) 前掲注���, ４頁｡



抑止力の向上が謳われている｡

法改正の影響を受ける当事者たちも, 参議院の参考人質疑において,

抑止効果の観点から本改正を評価している｡ 経営者側が ｢今回の法改正

に関しましては, 国益を守るという視点も入って, 刑事, 民事共に従来

の考え方では難しいと思われるところまで踏み込んだ極めて野心的なも

のとなっており, 従来に比して格段の抑止力向上が図られるものと理解

しております｣ (澤井敬史・経団連知的財産委員会企画部会長代行) と

評価しただけではなく
(���)

, 労働組合側も, ｢今回の改正案の内容は, 営業

秘密の侵害に対する抑止力の強化や処罰範囲の整備など, 罰則強化を含

めた法整備を講ずるというものであり, 評価をしております｣ (川島千

裕・日本労働組合総連合会総合政策局長) と, 同様の見方をしていた
(���)

｡

ところが, 与野党の議員からは, 抑止効果を向上させるのに必要な

｢実効性｣, つまり, ������のモデルでいえば逮捕確率�に該当する部

分の質問が相次いだ｡

抑止力を上げるためにいろいろな法改正, 適用範囲を広げるという

のは大事だと思うんですけれども, 法律的にこれはだめですよとい

う範囲を広げるだけじゃだめですというのはここまでも議論があっ

たとおりで, 要は, それを実効あらしめるためには, 取り締まるこ

とを含めた実力的な意味での機関の整備, まさに実行力を高めると

いうことが必要だと思います｡ (民主党・神山洋介
(��	)

)

全然違う法体系だとか法律の制度があったり, もともとの知財に対

する取り扱いが日本と他国がずれちゃっているのに, では, こちら

で侵害をしたから裁判にかけますといったときに, 応じてくれるの
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かくれないのか｡ では, そうなったときはただ泣き寝入りするしか

ないのかという問題が生じてくる (略) 国として今後どう措置をとっ

ていこうとするのか｡ (略) 今の時点でも考えていないと, 法律改

正をしたとしてもスムーズな運用になっていかない (略)｡ (維新の

党・鈴木義広
(���)

)

これが侵害に当たるかどうかというのは, 見る人が見れば侵害に当

たるだろうけれども, 警察や検察の方が (略) 犯罪を取り締まると

いうことを果敢にやっているにもかかわらず, 本当に技術的な, 細

部にわたってそれがカバーできるのかといったときに, 私は疑問が

出るんじゃないかと思うんです｡ (維新の党・鈴木義広
(���)

)

今回, 罰則を上げたり, 非親告罪を取り入れたりしているんです

けれども, 結局, 判例の積み重ねだと先ほど大臣がおっしゃられた

わけですから, では, それが���度変わるということはまずないん

だと思うんですね｡ 今までのずうっと判例を積み上げてきた｡ とい

うことは, 一つは, 法律を改正することによって, 抑止力になって

いなければならないんだと思うんですね｡

でも, 実際, その抑止力を超えてしまったら, もうアウトですよ

というところで初めて抑止力になるはずなのに, そこで, 先ほど御

答弁いただいたみたいに, きちっと公判が維持できるかどうかとい

う判断で起訴するかしないかということなんでしょう｡ そういうふ

うにやったときに, 結局, 悪さをしようというふうに故意にやる人

と, 今までの商習慣の中でたまたま犯罪になっちゃったという人と

は, もう全然意味合いが違うと思うんですけれども, それに対応し

得る体制が整っているかどうかということなんです｡ (維新の党・

知的財産法の厳罰化はどのように進むのか？ (京・吉岡(小林))���(��)

(���) 前掲注���, ��頁｡
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鈴木義広
(���)

)

今回の不正競争防止法の改正で, 罰金額の引き上げでありますとか,

非親告罪化, 立証負担の軽減など, 一定の法整備が行われたとは思

うんですけれども, 本当にこの法整備をしただけで現実にどれだけ

営業秘密の漏えいの防止に実効性があるのかということについて,

少々疑問があります｡ なかなか今日までも, 実刑判決というのは,

東芝の件とかベネッセとかごく数件しか下されていませんし, 本当

に実効性がこれで上がるのか (略)｡ (無所属・野間健
(���)

)

いずれにしても, 遜色のない, むしろ優れているところもあるぞと,

抑止力という意味で強化しているところもあるという水準を伺いま

したが, これを運用するというのが非常に重要だと思うんです｡

(新党改革・荒井広幸
(���)

)

こういう犯罪というのは, 利得, 経済的な利益を目的にして行わ

れますので, 犯罪行為を行ったとしても利益を得られないというこ

とになりますと不当な行為の抑止効果というものは期待ができると

思います｡

しかしながら, この没収の対象になる不当な利得というものの算

定をどのようにしていくのかというところをちょっと確認をさせて

いただきたいんですけれども, (略) 派生した利益についてどの程

度の範囲まで没収の対象になるというふうに考えればいいのか, こ

の点は余り限定されても実効性の点で問題がありますけれども, そ

うはいっても刑事手続ですので明確性というものも重要でございま
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すけれども, この点についてはどのようなことを想定をしているの

か (略
(���)

)｡ (公明党・佐々木さやか)

営業秘密の侵害罪につきましては, 刑事上, 実刑判決になること

が少ない (略)｡ 平成二十七年三月のベネッセの顧客情報の漏えい

事件についての実刑判決が初めてというふうに聞いております｡

今回, こうした形で罰金の上限額を引き上げたりとか, 抑止のた

めに改正を行っているわけですけれども, (略) 営業秘密の侵害の

犯罪があったにもかかわらず, 適切な捜査, 訴追がなされていない

としたら, 今回の改正が, せっかく罰金を引き上げたりしても, 抑

止に実効性があるのかどうかというところも疑問が生じます
(���)

｡ (公

明党・佐々木さやか)

また, 複数の議員から, 罰金の引き上げにより抑止効果が向上すると

いう法案の正当化理由についての根拠に関する疑問も提示された｡

こういった経済犯罪において罰則金の引上げは犯罪抑止効果がある

という前提になっています｡ そして一方では, 重罰化, 厳罰化はそ

れほど抑止効果は働かないという御意見, 御議論もあります｡ (略)

この厳罰化の対応について, どのように抑止力が働くのか (略)｡

(民主党／新緑風会・加藤敏幸
(���)

)

本改正案では, 営業秘密侵害に係る罰金額の上限, 個人については

１千万円から２千万円, 法人については３億円から５億円にそれぞ

れ引き上げることとしておりますけれども, この水準まで引き上げ

知的財産法の厳罰化はどのように進むのか？ (京・吉岡(小林))���(��)
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たという根拠は何なのでしょうか｡ また, この引上げによってどの

程度の抑止力, (略) この抑止力が強化されると期待されるのか

(略)｡ (次世代の党・中野正志
(���)

)

しかし, これらの点は深く追及されることなく, 与党と主要野党の賛

成により法案は衆参両院を通過した｡

３. ２ 事例の比較

京 (����) では, 特に��の厳罰化立法事例 (表１の類型�に属する事

例) について, 罰則を強化するという案が, 立法過程の�どの段階で,

�どのアクターによって, �どのようなことを根拠に提示され, そして,

�それに対する賛否はどのように主張されているかについてのバリエー

ションが見られることを明らかにした
(���)

｡ 本稿では, 以上で過程を追跡し

た７事例について, 同様に上記４つの観点から整理することで, 知的財

産権と他の領域の厳罰化事例について, 類似点と相違点を明らかにする｡

まず, 立法過程の�どの段階で罰則の強化に関する主張があるかとい

う点である｡ 審議会の段階で明確に刑事罰の強化を提言していない事例

は, ④意匠法等 (知財権侵害罪一律引き上げ) の一部および⑥著作権法

(違法ダウンロード刑事罰化) であり, ほとんどの事例で審議会におい

て刑事罰の引き上げについての合意がなされている｡ なお, ⑦不競法

(営業秘密罰則引き上げ等) については, 審議会での検討が行われる以

前に, 政府や自民党の報告書において刑事罰を強化する方向性が明示さ

れていた｡ 京 (����) が扱った��事例のうち, 審議会報告書で刑事罰の

強化が明示されていたものは５事例に過ぎなかったのに対し, 知的財産

権の事例では７事例中で５事例を超える｡

審議会での合意がなかった事例のうち, ④意匠法等 (知財権侵害罪一

中京法学��巻３･４号 (����年) ���(��)
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(���) 前掲注１, �����頁｡



律引き上げ) では, 意匠・商標・特許の３つの分野において審議会の報

告書では異なる提言がなされた｡ すなわち, 意匠については刑事罰の引

き上げについての提言があったが, 商標については刑事罰に関する提言

がなく, 特許については刑事罰の厳格化を掲げながらも, 懲役刑の引き

上げについては ｢慎重に検討を行うことが適当｣ という記述がなされて

いる｡ ⑥著作権法 (違法ダウンロード刑事罰化) については, 審議会に

よる提言はなく, 閣法に対する議員修正で厳罰化が行われた｡

次に, �どのアクターによって罰則の強化が主張されたかという点で

ある｡上述の通り, ④意匠法等 (知財権侵害罪一律引き上げ) における

商標と特許については, 審議会で罰則の強化への合意は得られていない｡

審議会における事務局側の説明によれば ｢政府部内の調整｣ によって懲

役刑が��年に引き上げられる可能性があり, したがってその結果として

懲役刑・罰金刑ともほぼ一律の引き上げが閣法に盛り込まれることになっ

たと見られるが, それが経済産業省等の官僚の主導によるものか, それ

とも政治家主導によるものかは明らかではない｡ 他方, ⑥著作権法 (違

法ダウンロード) は, その経緯からして明らかに
(���)

, 利益団体の影響力を

背景にした政治家主導である｡ ⑦不競法 (営業秘密罰則引き上げ等) も

審議会以前に政府や自民党の報告書において刑事罰を強化する方向性が

示されており, 政治家主導に分類できよう｡ その他の事例は, �で示し

たように, 審議会の段階で刑事罰引き上げの方向性が明示されている｡

�どのようなことを根拠に刑事罰の引き上げが提示されているかとい

う点については, 京 (����) と同様, 本稿で扱った全ての事例における

刑事罰の引き上げについて, 立法担当官解説においては抑止効果を根拠

としている｡ ���	�
のモデルに照らせば, 抑止効果を高めることを目

的に罰則を強化するのであれば, 潜在的犯罪者の意思決定に影響するよ

うに, つまり, 犯罪行為をして逮捕された場合の期待利得が十分に下が

知的財産法の厳罰化はどのように進むのか？ (京・吉岡(小林))���(��)

(���) 前掲注��, 京 (����), ����頁｡



り, 犯罪行為を実行した方が ｢割が良い｣ と考えなくなるように考慮し

て, 新たな罰則水準を設定しなければならない｡

立法過程においてこのような観点からの検討や正当化がなされた事例

としては, ①特許法等 (特許権侵害罪の法人重課導入等) の特許権侵害

罪に対する法人重課の導入が該当すると考えられる｡ この事例は表１の

類型�に近いものと言える｡ 他方, ②特許法等 (詐欺行為罪・虚偽表示

罪の法人重課導入) については, 一見これと同様に見えるが, それまで

詐欺行為罪が適用された実績がないことが審議会で指摘されており, 抑

止効果を ｢高める｣ 前提を欠いている｡ また, ③著作権法 (罰則引き上

げ等) および④意匠法等 (知財権侵害罪一律引き上げ) は, いずれも懲

役刑と罰金額の上限を引き上げているが, 上述のような考え方で罰則水

準が決められた形跡は, 少なくとも表向きの説明からは見られない｡

⑤不競法 (営業秘密侵害罪の要件拡大) および⑥著作権法 (違法ダウ

ンロード刑事罰化) は, 浅田 (����) による厳罰化の定義では ｢広義の

厳罰化 (重罰化)｣ に該当し
(���)

, �����	のモデルに照らせば, 逮捕確率�に

ついて, 従来�＝�であったものを�＞�にするという意味で, 抑止効

果が向上すると言える｡ なお, これらの事例は, 表１の類型�にも分類

することができるものである｡ もっとも, 取締りの段階において実際に

�＞�にできるのかという懸念については, 両事例の国会審議において

指摘されている｡

⑦不競法 (営業秘密罰則引き上げ等) においては, 立法担当官解説で

抑止効果を正当化理由としているものに限っても, ｢狭義の厳罰化 (重

罰化)｣ と ｢広義の厳罰化 (重罰化)｣ が混在している｡ ｢狭義の厳罰化｣

に限れば, 罰金額の上限の引き上げや海外重罰化の導入に加え, 任意的

没収規定が導入されている｡ 任意的没収規定の導入は, 犯罪行為をして

逮捕された場合の期待利得を０に近付けるという意味で (もっとも, 逮

中京法学
�巻３･４号 (����年) ���(��)

(���) 前掲注��｡



捕前に費消していなければという条件が付くが), ������のモデルの観

点から正当化できる｡ しかしながら, 罰金刑の上限を個人について１千

万円引き上げ, 法人について２億円引き上げ (国外流出については個人

についてさらに１千万円, 法人についてはさらに５億円引き上げ) てい

ることについて, 潜在的犯罪者の期待利得に照らしてこの水準が適切で

あるかを検討した形跡は, 少なくとも表向きには見られない｡

抑止効果に基づくこうした正当化理由に対して, �賛否はどのように

主張されているだろうか｡ 審議会における厳罰化に懐疑的な意見として

は以下のようなものがある｡ ②特許法等 (詐欺行為罪・虚偽表示罪の法

人重課導入) において, 行政全体の中で ｢工業所有権犯罪についてのみ

法人重課を導入する必要性｣ への懐疑が指摘された｡ ④意匠法等 (知財

権侵害罪一律引き上げ) の特許法においては, 窃盗と同じ��年以下とい

う懲役刑の上限を設定することへの違和感が示された｡ ⑤不競法 (営業

秘密侵害罪の要件拡大) では, 労働者への萎縮効果への懸念が示された｡

⑦不競法 (営業秘密罰則引き上げ等) においては, 初歩的な経済学の観

点からは逮捕確率の逆数をかけるような額の課徴金を課さないと抑止効

果がないという意見や, 法定刑を上げることにはあまり意味がなく, 道

徳的な悪であることを示すには実刑で処罰することが重要だという意見

が提示された｡

国会では, ④意匠法等 (知財権侵害罪一律引き上げ) の意匠・特許・

実用新案や, ⑤不競法 (営業秘密侵害罪の要件拡大) において, 検挙件

数の実績が０または少ないといった事実の指摘がなされた｡ また, ⑦不

競法 (営業秘密罰則引き上げ等) においては, 取締りが困難であるため

に抑止効果は向上しないのではないかという懸念や, 罰金刑の上限を引

き上げることで抑止効果が向上するという根拠への懐疑が, 複数の議員

から示された｡ しかしながら, ①～③と⑤は全会一致, ④・⑥・⑦も与

党と主要野党の賛成により成立している｡ 他の厳罰化事例と同じく, 知

的財産法の事例でも, 厳罰化規定については政党間で一定の合意があり,

知的財産法の厳罰化はどのように進むのか？ (京・吉岡(小林))���(��)



審議会の段階においても, 強く反対するアクターがほとんど存在しない

ことが明らかになった｡

４. おわりに

本稿では, ����年代以降の日本における閣法による厳罰化立法の事例

から, 立法担当官解説において抑止効果の向上をその正当化理由として

あげているものを体系的に抽出して類型化し, そのうち知的財産権に関

する７の事例を選択してその立法過程を追跡し, 比較しながらパターン

を抽出する分析を行った｡

本稿の分析から明らかになったことは以下の通りである｡ 知的財産権

に関する厳罰化立法の事例では, 刑事罰の引き上げについて審議会で合

意が得られているものが相対的に多数 (５／７事例) である｡ これは京

(����) で分析した, 表１の�の類型に属する厳罰化立法の��事例では,

審議会で合意が得られているものが相対的に少数 (５／��事例) であっ

たのとは対照的である｡ もっとも, 知的財産権に関する法律の改正とい

う外形ではなく, 改正における厳罰化の内容に注目すると, ①は表１の

類型�, ⑤および⑥は類型�に近いため, 類型�に近いものに絞ると３

／４事例となるが, それでもなお多数である｡

京 (����) でも指摘したが
(���)

, 本稿が分析した知的財産権に関する事例

においても, 厳罰化立法の正当化理由としての ｢抑止効果｣ 論が持つ立

法過程における説得力の強さは同等か, それ以上と言えるかもしれない｡

３事例の国会審議においては, 逮捕確率�が十分に高くないと, 罰則

を引き上げたとしても抑止効果は向上しないのではないかという懐疑が

提示された｡ 知的財産法の実務においては, デッドコピー (海賊版・模

倣品) の案件でない限り, 捜査機関が独力で侵害行為の存在を立証する

ことが極めて困難であるとされており, 罰則を強化したとしてそれが実

中京法学��巻３･４号 (����年) ���(��)
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際に機能するのかという問いが生まれるのは当然である｡ しかしながら,

この問いは, ｢抑止効果｣ 論が想定する, 罰則を引き上げさえすれば潜

在的犯罪者は当然に犯罪行為を躊躇するようになるという ｢神話｣ の前

には, 無力であった｡

利害の対立する複数のアクターが存在する一般的な政策過程とは異な

り, 厳罰化に反対するアクターが少ないというのも, 他の領域の厳罰化

事例と共通している点である｡

しかし, 厳罰化は, 潜在的には知的財産権の保護の強化の便益を受け

る者にも, 萎縮効果をもたらす面がある｡ 特許権をはじめ, 知的財産権

の保護を担保するための罰則が強化され, 抑止効果が発生するというこ

とは, イノベーションの結果を保護すると同時に, 既存の技術や製品,

コンテンツ作品の間隙を狙う新たなイノベーションの創出を行う者にとっ

てはリスクにもなりうる｡ 技術であれば技術パラダイムの変化を伴うよ

うな極めて革新的なイノベーションでない限りは, 何らかの先行する技

術要素に依拠して発展をしている
(���)

｡ そのため, 先行する特許権との抵触

関係も発生しうる｡ デザインや表現物であれば, 実用品や社会から評価

されるものとしての制約があり, 常に新しいものであるとは限らない
(���)

｡

技術同様に先行する意匠権や著作権との抵触が起こり得る｡

しかも, 特許権は請求項記載の発明と均等の範囲, すなわち当業者の

知識に基づけば実質的に同一といえる範囲が保護されることが判例によっ

て示されており, 意匠権と商標権はそもそも類似の範囲を保護すること

が法に明記されている｡ 著作権は翻案権を通じて, 表現の本質的特徴を

知的財産法の厳罰化はどのように進むのか？ (京・吉岡(小林))���(��)

(���) �・ブライアン・アーサー (著) ＝有賀裕二 (監修) ＝日暮雅通 (訳)
(����) 『テクノロジーとイノベーション：進化／生成の理論』 みすず書房,
��頁｡

(���) 意匠について消費者の受容との関係で常に新規性が好まれるわけでない
ことを指摘するものとして, 吉岡 (小林) 徹・青木大也・秋池篤・森永泰
史 (����) ｢意匠法改正についての経営学と法学の架橋：特に経営学から
みた評価｣ 『��ジャーナル』 ��号, ����	頁｡



感得できる程度のデッドコピーではない複製に権利が及びうる｡ このよう

に観念上は権利侵害のおそれはデッドコピーを超えた範囲に及んでいる｡

実務上はこのようなおそれを知的財産権の調査 (権利侵害のクリアラ

ンス) により緩和するが, 前述のとおり権利範囲の広がりを想定しなけ

ればならず専門性が高い
(���)

｡ その結果, 中小規模の事業者には負担が大き

い
(���)

｡ そのため, 抑止効果が仮に実効的に作用するのであれば, 大企業に

は影響が乏しく, スタートアップを含む中小の事業者に相対的に大きな

影響を与えることになる｡ スタートアップ等を起点とするイノベーショ

ンを推進する観点からは, 厳罰化による侵害の抑止は観念的には望まし

くない帰結をもたらしかねない｡

特に, 同じく抑止に資する侵害利得の吐き出しを目的とする損害賠償

額の加重損害賠償額の加重と比べると, その萎縮効果のおそれは大きい｡

損害賠償の加重であればイノベーションの担い手は権利侵害のクリアラ

ンスを誤ったとしても, 事実上はその利得部分を分配すれば良い
(���)

｡ とこ

ろが, 刑事罰の場合は観念上は自由刑を伴いうるため, 利得の分配以上

の影響を受けうる｡

しかしながら, 厳罰化による抑止効果の向上に対する懐疑はしばしば

見られたが, それが組織的な反対運動へと展開することはなかった｡ 京

(����) では, 懲役刑などの自由刑は抑制的に運用すべきという観点か

ら２事例において日弁連が反対していたが, 本稿でも, 懲役刑に関係す

る厳罰化が行われた２事例において日弁連の反対が見られる｡ ところが,

これらはあくまで人権の尊重の観点での反対であり, イノベーション政

中京法学��巻３･４号 (����年) ���(��)
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策の観点からの反対は提起されなかった｡ しかも, 政府は����年代後半

以降, たびたび中小企業, スタートアップによるイノベーション推進を

政策として行ってきていた
(���)

｡ たとえば, ����年には中小企業基本法の改

正と事業活動活性化法の制定を通じて, 中小企業の技術開発が促された｡

����年には中小企業挑戦支援法が成立し, 中小企業のイノベーションが

強力に後押しされた｡ さらに, ����年には安倍政権のアベノミクスの第

三の矢としてスタートアップの育成は目玉政策になった｡ しかし, それ

らの流れの中で厳罰化にともなう抑止効果の負の影響に対する懸念は示

されることはなかった
(���)

｡

以上, 本稿では京 (����) および京 (����) において詳細な分析を行

うことができなかった知的財産権に関する厳罰化立法の事例について,

詳細な過程追跡を行った｡ これまでの筆者による研究の知見と併せて,

厳罰化立法の成立過程において, 厳罰化を推進するアクターの用いる正

当化理由としての ｢抑止効果｣ 論が, どのような場合に, 誰に, どのよ

うに用いられ, そしてどのような反論がなされているのかを明らかにし,

世界的に進行しているとされる厳罰化現象のメカニズムの一端を捉える

ことは, 刑事政策を対象とする刑事政策学にとって重要であるだけでな

く, 公共政策の中でこれまで刑事政策の領域を看過してきた政治学にとっ

ても
(���)

, 意義があると言える｡ 本稿で明らかにした基礎的な事実関係を踏

まえて, 体系的な見方を提示することを今後の課題としたい｡

知的財産法の厳罰化はどのように進むのか？ (京・吉岡(小林))���(��)

(���) 上谷田卓 (����) ｢我が国のベンチャー企業・スタートアップ支援等を
振り返る：新しい資本主義を実現するスタートアップの創出に向けて｣
『経済のプリズム』 ��	号, １��
頁｡

(���) 明示的に厳罰化との関係は議論されていないが, クリアランスの負荷を
緩和する施策が議論されたのは, 平成��年改正時 (本稿の事例②) の特許
権, 意匠権, 実用新案権, 商標権についての権利侵害の有無を特許庁が専
門的な第三者の立場で鑑定する判定する制度の強化のときのみであった｡

(���) 京俊介 (����) ｢イシュー・セイリアンスと刑事政策： 『ポピュリズム厳
罰化』 と 『民意なき厳罰化』 の政治過程｣ 『公共政策研究』 第��号, �����

頁, ��頁｡


